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農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質の 
検討表について 

 

１．現在、優先的なリスク管理の対象としている有害化学物質（１－30ページ） 

２．新たに優先的なリスク管理の対象とすることを検討中の有害化学物質（31－34ページ） 

３．その他、食品中の有害化学物質等※（35－46ページ） 

※ 情報が不足していること等から、優先的なリスク管理の対象とすることは考えていない有害

化学物質等（アンケート等で提案があったものや過去に検討対象としたものを含む） 

 

（注）  

・ 検討表には、農林水産省が食品の安全性に関するリスク管理を行う対象の危害要因

のうち、意図せずして食品に含まれ消費者の健康に悪影響を及ぼす可能性のある有害

化学物質（環境由来の重金属や残留性の有機化合物、かび毒、貝毒、加工調理で生成

する有害物質など）のみを掲載した。そのため、農林水産省が積極的にリスク管理を

行うべきとして情報・意見が寄せられた化学物質等のうち、下記に該当するものは掲

載していない。 

－ 個別の物質を特定していないもの（例：PM2.5） 

－ 食品に含まれる栄養素のうち健康被害の報告例が少ないもの（例：亜鉛） 

－ 農林水産省が所管する個別法令により、既に規制されているもの（例：農薬） 

－ 他府省が所管する法令により、既に規制されているもの（食品添加物、容器包装、 

食品表示関係）  

 

・ また、検討表には、食品等のうち農林水産省が所管していない品目（酒類、食塩）

にのみ専ら含まれる危害要因は掲載していない。 

 

検討表の掲載事項について 

（１）リスク管理の対象 

① 危害要因（等）： 有害化学物質等名を記載した。 

② 食品群： 有害化学物質等が含まれると考えられる食品の大まかな種類（農産物、 

畜産物、水産物、加工食品、飼料）を記載した。 

品目が限定される場合は、括弧書きで記載した。 

 

（２）食品安全の観点（毒性、含有実態及び予備的なリスク推定）、国際的動向 

別紙の基準により、高（Ｈ）、中（Ｍ）、低（Ｌ）のいずれかに分類した。 

 

（３）国内外の動向、農林水産省のリスク管理の現状と今後の課題等 

   国際機関、諸外国政府及び関係府省等におけるリスク管理やリスク評価の動向のほか、

これまでの農林水産省のリスク管理の取組状況と今後の課題等を記載した。 

   なお、各危害要因に関する国内外の動向のうち、FAO/WHO 合同食品添加物専門家会議

（JECFA）によるリスク評価の結果など、食品群に共通する情報については、各危害要因

の最初の食品群の欄のみに記載した。 

 

（４）毒性評価 

◎：JECFA等による国際的な毒性等の評価を実施済又は食品安全委員会が評価済 

○：国際的な評価（の見直し）の予定 

△：外国の政府機関が評価済 

－：上記のいずれにも該当しない 
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（５）含有実態把握 

①国内（農林水産省） 

○：10年以内に実態を把握・公表済 

△：調査中の場合、一部品目のみしか実態を把握していない場合、又は 10年以上前に 

実態を把握したがそれ以降に調査していない場合 

－：上記のいずれにも該当しない 

 

 ②外国 

  ○：主要２カ国以上で実態を把握・公表済み 

  △：主要１カ国で実態を把握・公表済み又は調査中 

  －：上記のいずれにも該当しない 

 

（６）低減対策（排出源対策を含む） 

①国内（農林水産省又は国内の関係機関） 

○：危害要因の汚染防止・低減対策を実施済 

△：危害要因の汚染防止・低減対策を検討中 

－：危害要因の汚染防止・低減対策を未検討 

 

②国際（コーデックス委員会等） 

○：危害要因の汚染防止・低減対策を実施済 

△：危害要因の汚染防止・低減対策を検討中 

－：危害要因の汚染防止・低減対策を未検討 

 

（７）基準値 

①国内（厚生労働省（食品）、農林水産省（飼料）） 

○：設定済 

△：検討中 

－：未検討 

 

②国際（コーデックス委員会） 

○：設定済 

△：検討中 

－：未検討 

 

③外国 

○：主要２カ国以上で設定済 

△：主要１カ国で設定済又は検討中 

－：上記のいずれにも該当しない 

 

（８）関係者の関心度 

平成 27年 5月 11日から 6月 12日まで実施したアンケート及び農林水産省ウェブサイ

トを通じた情報・意見募集の結果を記載した。 

上記１の危害要因については、アンケートの回答における「非常に関心がある（Ｈ）」、

「関心がある（Ｍ）」、「あまり関心がない（Ｌ）」、「知らなかった（－）」のそれぞれの割

合を記載した。上記２及び３の危害要因等については、農林水産省が積極的にリスク管

理を行うべきとして情報・意見が提出されたものに「○」を記載した。 



iii 

 

（９）メンバーからのコメント 

 リスク管理検討会メンバーから寄せられた意見・情報を記載した。 

 

（10）優先リスト（案） 

✓：農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき危害要因（特定の危害要因について、１

つ以上の食品群等との組合せでリスク管理の優先度が高いと判断した場合は、農林水

産省が優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリスト（優先リスト）に掲載す

る。） 

①：リスク管理措置の必要性を検討するとともに、必要かつ実行可能な場合にリスク管理

措置を実施するため、含有実態調査、リスク低減技術の開発等を行う必要のある危害

要因 

②：危害要因の毒性や含有の可能性等の関連情報を収集する必要がある危害要因 

③：既にリスク管理措置を実施している危害要因 

 

空欄：農林水産省によるリスク管理の優先度が低いと考えられる危害要因 

 

（11）当面実施すべき事項 

   農林水産省が当面優先的に実施すべきと考える事項を記載した。 
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（別紙） 
 

農林水産省が優先的にリスク管理を行う有害化学物質の検討基準 

 

 以下の項目について検討し、優先的にリスク管理を行う有害化学物質を分類する。 

（１）食品安全を確保する観点(リスクベース) 

  １）危害要因の毒性 

   Ｈ： 耐容摂取量（TDI等）が小さく、不可逆的な影響がある。 

   Ｍ： 耐容摂取量は中程度であり、不可逆的な影響がある。 

      耐容摂取量は小さいが、影響は可逆的である。 
      現時点で、十分な情報がない場合。 

   Ｌ： 耐容摂取量が大きい。   
 耐容摂取量は中程度であるが、影響は可逆的である。 

  ２）危害要因の含有実態 

   Ｈ： 農林水産物／食品中の含有濃度が高く、複数の食品群に含有される。 
 農林水産物／食品中の含有濃度が中程度であるが、多数の食品群に含有される。 

   Ｍ： 農林水産物／食品中の含有濃度が中程度であり、複数の食品群に含有される。 
 農林水産物／食品中の含有濃度が高いが、単一の食品群にしか含有されない。 
 農林水産物／食品中の含有濃度が低いが、多数の食品群に含有される。 

現時点で、十分な情報がない場合。 

   Ｌ： 農林水産物／食品中の含有濃度が低く、含有される食品群は限られている。 
 農林水産物／食品中の含有濃度が中程度であるが、単一の食品群にしか含有されない。 

  ３）暴露（危害要因の摂取量）の推定 
    日本における暴露評価、或いは毒性及び含有実態からの推定 

   Ｈ： 経口摂取量が多い（例えば、耐容摂取量の 1割以上など）。 

   Ｍ： 経口摂取量が中程度（例えば、耐容摂取量の 100分の 1以上 1割未満）。 

     現時点で、十分な情報がない場合。 

   Ｌ： 経口摂取量が少ない（例えば、耐容摂取量の 100分の 1未満）。 

 

（２）関係者の関心度 

   リスクコミュニケーション等を通じた関係者・国民の関心 

   Ｈ：非常に関心がある。 

   Ｍ：関心がある。 

   Ｌ：あまり関心がない。 
－：知らなかった。 

 

（３）国際的動向 

  ○ コーデックス委員会食品汚染物質部会(CCCF)における実施規範や基準値作成の検討。 

  ○ FAO/WHO 合同食品添加物専門家会議(JECFA)や関連する国際的専門家会合におけるリスク評

価の検討。 

    ○ 海外におけるリスク管理の取組状況 

      Ｈ：国際機関で既に何らかの決断がなされているか、検討中である。 

   Ｍ：一部の国・地域で既に何らかの決断がなされている。 

   Ｌ：上記のいずれにも該当しない。 
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農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質の検討表（平成２７年９月１４日） 

１．現在、優先的なリスク管理の対象としている有害化学物質             

 

リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と 

今後の課題 

毒性

評価 

含有実態

把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

環境中に存在する危害要因 

 金属                                     

ヒ素 農産物 H H H H 

【国内外の動向 1】 

JECFA は、肺がんの発症率が 0.5 %増加する無機ヒ素の用

量 BMDL0.5 3.0 µg/kg bw/day を算出し、従来の暫定耐容週

間摂取量（PTWI）を取り下げ（2010）。 

コーデックス委員会は、精米中の無機ヒ素の基準値を設定

（0.2 mg/kg）。引き続き、コメ中ヒ素の汚染防止・低減のため

の実施規範及び玄米中の無機ヒ素の基準値を検討中 

（電子作業部会議長として議論に積極的に関与）。 

食品安全委員会は、「日本において、食品を通じて摂取した

ヒ素による明らかな健康影響は認められておらず、ヒ素につ

いて食品からの摂取の現状に問題があるとは考えていない

が、一部の集団で無機ヒ素の摂取量が多い可能性があるこ

とから、特定の食品に偏らず、バランスの良い食生活を心

がけることが重要である」と評価（2013）。 

【現状】 

①農産物からの総ヒ素摂取量は食事からの摂取量の約   

2割であること、②そのうち約 9割がコメからであること、③コ

メの総ヒ素の 9 割程度を無機ヒ素が占めることを確認

(2004-2006)。 

カドミウム濃度への影響も考慮しつつ、コメ中ヒ素低減技術

開発に向けた研究開発を実施中（2008-）。 

玄米及び同玄米から得られる精米中の総ヒ素及び無機ヒ

素の含有実態を調査（2012）。 

水田土壌中及び同水田で生産されたコメ中のヒ素濃度の全

国実態を調査中（2014-）。 

【今後の課題】 

食品を通じた消費者のヒ素摂取量を低減するため、カドミウ

ム濃度への影響も考慮した、コメ中のヒ素に係るリスク管理

措置の検討・実施・普及。 

◎ ○ ○ △ △ － △ ○ 

H：18% 

M：57% 

L：23% 

-： 1% 

・米中のヒ素低減がどの程

度進んできているか関心が

ある。 

・食料産業全体、特に加工

食品メーカーにとっては製

品に使用する原料の品質

管理の重要なポイントであ

り、各国の規制値・基準値

の違い等を含めた情報・実

態調査は極めて貴重です。

また、その調査と並行した

公的機関による低減策の

研究が期待されます。リス

クプロファイルの継続的な

充実をお願いします。 

・主食の米からの摂取が多

いようなので継続して確認

する必要があるのではない

か。 

✓ 

① 

コーデックス委員会に

おける汚染防止・低減

のための実施規範の

策定に貢献 

 

研究開発された生産段

階のコメ中ヒ素の低減

対策について、コスト

や実行可能性も考慮し

た実証試験の実施 

 

カドミウム濃度への影

響も考慮したリスク管

理措置の検討・実施・

普及 

                                                
1  JECFA によるリスク評価やコーデックス委員会が作成した汚染・低減防止の実施規範など、食品群に共通する情報については、各危害要因の最初の食品群の欄のみに記載した。 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と 

今後の課題 

毒性

評価 

含有実態

把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

ヒ素 水産物 H H M H 

【国内外の動向】 

食品安全委員会は、食品中ヒ素の代謝物ジメチルモノチオ

アルシン酸の発がん性等に関する研究事業を実施中。 

【現状】 

ヒジキにおける含有濃度が高いことを確認（2007-2008）。 

ヒジキは水戻しを行うことで、総ヒ素の 5-7 割程度を減少で

きることを確認。パンフレットにより、ヒジキの製造・加工業

者における乾燥ヒジキの水戻し等による無機ヒ素の低減の

取組を普及。 

【今後の課題】 

食品を通じた消費者のヒ素摂取量を低減するため、 

・消費者や事業者への乾燥ヒジキの適切な水戻し方法の一

層の普及。 

・アルセノシュガーやアルセノリピッドの健康影響が懸念さ

れる場合には、これらの食用水産物中の含有実態調査が

必要。同時に標準試薬の確保が必要。 

◎ ○ ○ ○ △ － △ △  

・日本人はひじき等の水産

物を好んで食する。そのた

め、これら食品からの摂取

量調査は重要。有機ヒ素で

あるアルセノシュガーやリピ

ッドは標準品の作成にコス

トと時間を有する。この課題

も解決に向けて更なる検討

が必要。食品安全委員会と

も話し合うことも必要ではな

いか。 

・海藻を主食とする貝類（腹

足綱）の内臓にも多く含ま

れている。摂取量が少ない

ので現時点では問題はな

いと思うが欧米での評価を

注視する必要がある。 

また、アルセノシュガー、ア

ルセノベタインについては、

海藻類の加工により、どの

ような状態になるのか知見

が必要ではないか。 

✓ 

③ 

消費者や事業者への

乾燥ヒジキの適切な水

戻し方法の一層の普

及 

 

情報収集を継続 

（必要に応じて含有実

態を調査） 

ヒ素 飼料 H L L H 

【現状】 

飼料に基準（総ヒ素として）（2 mg/kg（配合飼料、乾牧草

等）、7 mg/kg（稲わら等）、15 mg/kg（魚粉））を設定し、飼料

安全法に基づくモニタリングを実施。近年の調査において基

準を超過する事例なし。 

「飼料等の有害物質混入防止のための対応ガイドライン」を

制定（2008）し、事業者に対し有害物質の低減対策等を指

導。 

【今後の課題】 

基準の遵守状況を監視するため、引き続きモニタリングを実

施。 

また、原料調達先の多様化や国産飼料の利用拡大を考慮

し、基準対象以外の飼料についてもサーベイランスを実施。 

最終製品の検査を中心とした監視から、工程管理への監視

へシフトし、原料段階の検査も拡充。 

◎ ○ ○ ○ △ ○ － ○  

  

✓ 

③ 

基準の遵守状況を監

視するため、引き続き

モニタリングを実施 

 

基準がない飼料につい

ても、サーベイランスを

実施 

 

これらの結果を踏ま

え、現行の基準の見直

し等を検討 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と 

今後の課題 

毒性

評価 

含有実態

把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

カドミウム 農産物 H H H H 

【国内外の動向】 

コーデックス委員会は、米、小麦、その他の穀類及び野菜

の一部に基準値を設定(2006)。 

JECFA は、従来の暫定耐容週間摂取量（PTWI） 7 µg/kg 

bw に替えて、暫定耐容月間摂取量（PTMI） 25 µg/kg bw を

設定（2010）。 

食品安全委員会は、耐容週間摂取量を 7 µg/kg 体重/週に

設定。また、「一般的な日本人における食品からのカドミウ

ム摂取が健康に悪影響を及ぼす可能性は低いと考えられ

る」と評価（2008）。 

厚生労働省は食品衛生法におけるコメに含まれるカドミウ

ムの基準値を 0.4 mg/kg に設定(2010)。 

【現状】 

＜コメ＞ 

国産米中のカドミウム濃度実態を調査(2009-2010)。 

1970 年代から都道府県等と協力し、カドミウム低減対策の

普及を推進。これまでに得られた知見から、実行可能な対

策をとりまとめた「コメ中のカドミウム濃度低減のための実

施指針」を作成(2011)。 

＜畑作物＞ 

国産農産物(大豆、小麦、野菜類)中のカドミウム濃度実態を

調査（2009-2014）。 

低減技術を開発中（例：カドミウムを吸収しにくい品種の選

抜、施肥技術による低減対策等）。 

【今後の課題】 

＜コメ＞ 

コメ中ヒ素濃度低減対策と両立するカドミウム低減対策の

検討・実施・普及。 

＜畑作物＞ 

低減技術の開発、検証。 

◎ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 

H：21% 

M：55% 

L：23% 

-： 1% 

・米中のカドミウムがどの程

度減ってきているか、カドミ

ウムを吸収しにくい米の普

及が進んでいるのか関心

がある。 

カドミウムの低吸収性イネ

の実用化には期待をしてい

ます。一方で西日本を中心

に高温耐性米の普及も推

進されようとしています。よ

いところが継承され、これま

での努力が無駄にならない

ことを期待します。 

・米および水産物からのカド

ミウム（Ｃｄ）摂取量調査を

継続し、日本人のばく露量

評価が必要（多食するグル

ープ）。 

・食料産業全体、特に加工

食品メーカーにとっては製

品に使用する原料の品質

管理の重要なポイントであ

り、各国の規制値・基準値

の違い等を含めた情報・実

態調査は極めて貴重です。

また、その調査と並行した

公的機関による低減策の

研究が期待されます。リス

クプロファイルの継続的な

充実をお願いします。 

・主食の米からの摂取が多

いようなので継続して確認

する必要があるのではない

か。 

✓ 

① 

コメ中ヒ素濃度低減措

置と両立するカドミウム

低減のための指針・マ

ニュアルの作成 

 

農作物からのカドミウ

ム摂取量の低減を図る

べく一層の低減対策の

開発、普及 

 ・カドミウム低吸収性  

のイネ品種の育成 

・カドミウムを多く吸   

収し、かつ栽培しや

すい植物浄化用イネ

品種の育成 



4 

リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と 

今後の課題 

毒性

評価 

含有実態

把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

カドミウム 水産物 H H H H 

【国内外の動向】 

コーデックス委員会は、海産二枚貝、頭足類の基準値を設

定）（2006）。 

【現状】 

過去の実態調査で含有濃度が高かった水産物（ホタテガ

イ、スルメイカ、ベニズワイガニ等８品目）について含有実態

を調査（2010-2012）。 

【今後の課題】 

引き続き、関係業界に対して関連情報を提供するとともに、

カドミウムの含有濃度の実態を把握。 

 

◎ △ ○ － ○ － ○ ○  

・ホタテの中腸線は、含有

濃度が高いのが知られてい

るが、イカゴロも数十 PPM

の Cd が含まれている。ま

た、イカゴロは、脂肪を多く

含んでいるため、濃縮係数

の高い有機化合物を高濃

度に含有する。 

✓ 

② 

情報収集を継続し、カ

ドミウムの含有実態を

調査 

カドミウム 飼料 H L L H 

【現状】 

飼料に基準（1 mg/kg（配合飼料、乾牧草等）、3 m/kg（魚

粉、肉粉等））を設定し、飼料安全法に基づくモニタリングを

実施。近年の調査において基準を超過する事例なし。 

「飼料等の有害物質混入防止のための対応ガイドライン」

（2008）を制定し、事業者に対し有害物質の低減対策等を指

導。 

【今後の課題】 

基準の遵守状況を監視するため、引き続きモニタリングを実

施。 

また、原料調達先の多様化や国産飼料の利用拡大を考慮

し、基準対象以外の飼料についてもサーベイランスを実施。 

最終製品の検査を中心とした監視から、工程管理への監視

へシフトし、原料段階の検査も拡充。 

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

  

✓ 

③ 

基準の遵守状況を監

視するため、引き続き

モニタリングを実施 

 

基準がない飼料につい

ても、サーベイランスを

実施 

 

これらの結果を踏ま

え、現行の基準の見直

し等を検討 



5 

リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と 

今後の課題 

毒性

評価 

含有実態

把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

鉛 農産物 H M M H 

【国内外の動向】 

JECFA がリスクを再評価（2010）。1-4 歳の小児への 0.3 

µg/kg bw/day の暴露で知能指数が 0.5 低下し、成人への

1.2 µg/kg bw/day の暴露で収縮時血圧が 1 mmHg 上昇する

可能性があるなどの用量反応関係の分析結果に基づき、

鉛の PTWI（25 µg/kg bw/week）を取り下げ。 

コーデックス委員会は、食品の鉛汚染防止及び低減のため

の実施規範を策定（2004）。現在、野菜、豆類、果実等の基

準値を見直し中（2011-）。 

食品安全委員会が評価中（2008-）。 

【現状】 

ほとんどの品目で含有濃度が 0.05 mg/kg 未満であることを

確認（2003-2005、2008）。 

【今後の課題】 

国内では排出源対策が取り組まれているため、直ちに更な

るリスク管理措置を検討する必要はない。ただし、JECFAや

食品安全委員会のリスク評価やコーデックス委員会での検

討状況を考慮し、必要に応じて実態調査等を検討。 

◎ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ 

H：12% 

M：57% 

L：30% 

-： 1% 

・食料産業全体、特に加工

食品メーカーにとっては製

品に使用する原料の品質

管理の重要なポイントであ

り、各国の規制値・基準値

の違い等を含めた情報・実

態調査は極めて貴重です。

また、その調査と並行した

公的機関による低減策の

研究が期待されます。リス

クプロファイルの継続的な

充実をお願いします。周辺

各国とのハーモナイズを考

慮し、食衛法における分析

法を個別分析法（ICP 法等）

採用に向けた動き等も合わ

せて検討・見直しが必要と

考えます。 

 情報収集を継続  

鉛 水産物 H L L H 

【国内外の動向】 

コーデックス委員会が、魚類の基準値を設定。 

【現状】 

ほとんどすべての魚種で定量限界（0.05 mg/kg）未満である

ことを確認（1997-1999）。 

【今後の課題】 

鉛は生体濃縮がみられず、水産物からの鉛の摂取量は少

ないので、ただちに対策をとる必要はない。 

◎ △ ○ ○ ○ － ○ ○  

・ホタテの中腸線は、含有

濃度が高いのが知られてい

る。イカゴロも水域によりバ

ラツキがあるものの乾燥重

量当たり数 PPM の鉛が含

まれているものもある。ま

た、イカゴロは、脂肪を多く

含んでいるため、濃縮係数

の高い有機化合物を高濃

度に含有する。 

✓ 

② 
情報収集を継続し、鉛

の含有実態を調査 



6 

リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と 

今後の課題 

毒性

評価 

含有実態

把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

鉛 
加工食

品 
H M L H 

【国内外の動向】 

JECFA が鉛の PTWI を取り下げたことを受け、コーデックス

委員会は基準値を見直し中。これまでに果実缶詰及び野菜

缶詰と果実飲料及びネクターの基準値を改定（2015）。今

後、ベリー類及び小型果実を原料とする果実飲料及び缶

詰、ジャム・ゼリー類、菌類及びきのこ類等の基準値を見直

し予定。 

【現状】 

含有実態を調査し、①野菜缶詰、野菜・果実飲料、牛乳・乳

製品・乳児用調製乳について、９割の試料で鉛濃度が定量

限界（0.01～0.02 mg/kg）未満であること、②果実缶詰の一

部で鉛濃度が高いことを確認（2011、2013）。 

事業者と連携し、鉛が溶出する可能性が高い果実缶詰用

の缶の鋼材について、鉛低減対策がとられた鋼材に切り替

わったことを確認。現在、対策品による鉛低減効果を検証

する長期保存試験を実施中（2014-）。 

【今後の課題】 

食品を通じた消費者の鉛の摂取量を低減するため、 

・果実缶詰について、缶での鉛の低減対策の効果を検証す

るための市販品の実態を調査。 

・引き続きコーデックス基準の見直しの議論に科学的な根

拠をもって貢献。 

◎ △ ○ ○ ○ － ○ ○  

・果実缶詰等一部鉛含有量

の高い製品群については

缶詰の内面加工などを確

認し、低減化を事業者に情

報提供することで検討して

はどうか。 

✓ 

② 

【果実缶詰】 

缶での鉛の低減対策

の効果を検証するため

の市販品の実態調査 

 

【その他食品】 

コーデックス基準の検

討対象食品について、

必要に応じて、含有実

態を調査 

鉛 飼料 H L L H 

【現状】 

飼料に基準（3 mg/kg（配合飼料、乾牧草等）、7 mg/kg（魚

粉等））を設定し、飼料安全法に基づくモニタリングを実施。

近年の調査において基準を超過する事例なし。 

「飼料等の有害物質混入防止のための対応ガイドライン」を

制定（2008）し、事業者に対し有害物質の低減対策等を指

導。 

【今後の課題】 

基準の遵守状況を監視するため、引き続きモニタリングを実

施。また、原料調達先の多様化や国産飼料の利用拡大を

考慮し、基準対象以外の飼料についてもサーベイランスを

実施。 

最終製品の検査を中心とした監視から、工程管理への監視

へシフトし、原料段階の検査も拡充。 

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

  

✓ 

③ 

基準の遵守状況を監

視するため、引き続き

モニタリングを実施 

 

基準がない飼料につい

ても、サーベイランスを

実施 

 

これらの結果を踏ま

え、現行の基準の見直

し等を検討 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と 

今後の課題 

毒性

評価 

含有実態

把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

水銀（総水銀

及びメチル水

銀） 

農産物 H L L H 

【国内外の動向】 

JECFA が新たに無機水銀の PTWI を設定（ 4 µg/kg 

bw/week）し、総水銀の PTWI（5 µg/kg bw/week）を取り下

げ。メチル水銀の PTWI（1.6 µg/kg bw/week）の見直しは議

論されず（2010）。 

【現状】 

総水銀の調査結果から、①殆どの品目の含有量が定量限

界（0.001 mg/kg）未満であること、②農産物からの総水銀摂

取量は、食事全体からの総水銀摂取量（ 0.97 µg/kg 

bw/week, 2007）の 1 割程度で、総水銀がすべてメチル水銀

と仮定してもメチル水銀の耐容摂取量の１割未満であること

を確認（2004-2006）。 

【今後の課題】 

農産物からの水銀摂取量は少ないので、直ちに対策をとる

必要はない。 

◎ ○ ○ ○ ○ － － － 

H：14% 

M：52% 

L：32% 

-： 2% 

・摂取量調査を継続し、多

食するグループへの警鐘が

必要。 

・食料産業全体、特に加工

食品メーカーにとっては製

品に使用する原料の品質

管理の重要なポイントであ

り、各国の規制値・基準値

の違い等を含めた情報・実

態調査は極めて貴重です。

また、その調査と並行した

公的機関による低減策の

研究が期待されます。リス

クプロファイルの継続的な

充実をお願いします。 

・検出されて問題になるの

は有機水銀であるとしても、

総水銀と無縁ではありませ

ん。今後減少するとは思わ

れますが、その見通しとメチ

ル化するメカニズムに関し

て研究が必要ですが、その

過程での基準値がなけれ

ば、研究の目標が立ちませ

ん。それぞれ基準値設定を

視野に入れてすすめるべき

です。 

・水産物に関して、近年深

海性の魚介類の利用が見

られることから、種類と利用

状況を勘案して、調査する

ことも必要ではないか。 

    

水銀（総水銀

及びメチル水

銀） 

水産物 H M H H 

【国内外の動向】 

コーデックス委員会は、現在、指針値（魚類、捕食性魚類）

の見直しを検討中（電子作業部会議長として議論に積極的

に関与）。 

【現状】 

暫定的規制値：総水銀で 0.4 ppm、メチル水銀で 0.3 ppm（水

銀換算）（マグロ類、深海性魚介類等及び河川産魚介類を

除く）。過去の調査で含有濃度が高かった 15 魚種について

水銀の含有実態を調査（2007-2010）。１魚種を除き、総水

銀とメチル水銀に正の相関があり、総水銀の約 8-9 割がメ

チル水銀であることを確認。 

【今後の課題】 

引き続き、関係業界に対して関連情報を提供すると共に必

要に応じて適切なリスク管理措置を指導。 

◎ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○  
✓ 

③ 

コーデックス委員会に

おける指針値の見直し

に貢献 

 

情報収集を継続し、メ

チル水銀の含有濃度

が高い品目に関する新

たな情報があれば、含

有実態を把握 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と 

今後の課題 

毒性

評価 

含有実態

把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

水銀（総水銀

及びメチル水

銀） 

飼料 H L L H 

【現状】 

飼料の基準（総水銀として）（0.4 mg/kg（配合飼料、乾牧草

等）、1 mg/kg（魚粉等））について、飼料安全法に基づくモニ

タリングを実施。近年の調査において基準を超過する事例

なし。 

「飼料等の有害物質混入防止のための対応ガイドライン」を

制定（2008）し、事業者に対し有害物質の低減対策等を指

導。 

【今後の課題】 

基準の遵守状況を監視するため、引き続きモニタリングを実

施。また、原料調達先の多様化や国産飼料の利用拡大を

考慮し、基準対象以外の飼料についてもサーベイランスを

実施。 

最終製品の検査を中心とした監視から、工程管理への監視

へシフトし、原料段階の検査も拡充。 

◎ ○ ○ ○ ○ ○ － ○  

  

✓ 

③ 

基準の遵守状況を監

視するため、引き続き

モニタリングを実施 

基準がない飼料につい

ても、サーベイランスを

実施 

これらの結果を踏ま

え、現行の基準の見直

し等を検討 

 非金属                                     

ダイオキシン

類（コプラナー

PCB を含む） 

農産物 H M L H 

【国内外の動向】 

JECFA が再評価を予定（優先度：低）。 

コーデックス委員会は、ダイオキシン及びダイオキシン様

PCB による食品・飼料の汚染の防止及び低減のためのコー

デックス実施規範を策定（2006）。 

【現状】 

継続して含有実態を調査し、総摂取量への寄与が小さい

（耐容一日摂取量の 0.1 %程度）ことを確認（1999-）。 

【今後の課題】 

ダイオキシン対策推進基本指針に基づき、排出源対策の効

果を確認するため、今後も定期的に葉菜類などを対象に実

態を把握。 

◎ ○ ○ ○ ○ － － ○ 

H：10% 

M：60% 

L：30% 

-： 1% 

・継続したモニタリング検査

が重要。 

・食料産業全体、特に加工

食品メーカーにとっては製

品に使用する原料の品質

管理の重要なポイントであ

り、各国の規制値・基準値

の違い等を含めた情報・実

態調査は極めて貴重です。

また、その調査と並行した

公的機関による低減策の

研究が期待されます。リス

クプロファイルの継続的な

充実をお願いします。 

✓ 

② 

ダイオキシン対策推進

基本指針に基づき、排

出源対策の効果を確

認するため、農産物の

実態を定期的に把握 

ダイオキシン

類（コプラナー

PCB を含む） 

畜産物 H M M H 

【国内外の動向】 

EU は牛肉・豚肉・鶏肉・鶏卵等に基準値を設定。 

【現状】 

継続して含有実態を調査し、総摂取量への寄与が小さい

（耐容一日摂取量の 2 %程度）ことを確認（1999-）。 

【今後の課題】 

ダイオキシン対策推進基本指針に基づき、排出源対策の効

果を確認するため、今後も定期的に畜産物における実態を

把握。 

◎ ○ ○ ○ ○ － － ○  
✓ 

② 

ダイオキシン対策推進

基本指針に基づき、排

出源対策の効果を確

認するため、畜産物の

実態を定期的に把握 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と 

今後の課題 

毒性

評価 

含有実態

把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

ダイオキシン

類（コプラナー

PCB を含む） 

水産物 H M H H 

【国内外の動向】 

EU は魚類に基準値を設定。 

【現状】 

継続して含有実態を調査し、水産物からの摂取量が総摂取

量の 9 割を占めていることを確認（ただし、総摂取量は TDI

の 7 分の 1 程度）（1999-）。 

【今後の課題】 

ダイオキシン対策推進基本指針に基づき、排出源対策の効

果を確認するため、引き続き水産物における実態把握。 

 

◎ ○ ○ ○ ○ － － ○  

・水産物に関して、近年深

海性の魚介類の利用が見

られることから、種類と利用

状況を勘案して、調査する

ことも必要ではないか。 ✓ 

② 

ダイオキシン対策推進

基本指針に基づき、排

出源対策の効果を確

認するため、引き続き

水産物における実態把

握 

ダイオキシン

類（コプラナー

PCB を含む） 

飼料 H M M H 

【国内外の動向】 

EU は魚油や養魚用飼料等に基準値を設定。 

【現状】 

魚油、魚粉等を対象に継続してサーベイランスを実施

（1998-）。ダイオキシン類の含有濃度は、これまでの調査結

果と同程度で推移していることを確認。 

【今後の課題】 

畜水産物中の汚染レベルに影響するため、ダイオキシン対

策基本指針に基づき、継続的に飼料における実態を把握。 

◎ ○ ○ ○ ○ － － ○  

  

✓ 

② 

ダイオキシン対策推進

基本指針に基づき、畜

水産物の残留の主要

な経路である飼料につ

いて実態を把握 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と 

今後の課題 

毒性

評価 

含有実態

把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

ポリブロモジフ

ェニルエーテ

ル類 

未定 H M M Ｈ 

【国内外の動向】 

JECFA は、データ不足のため耐容摂取量を設定せず

（2005）。POPs 条約の規制対象物質に 4-7 臭化物を追加

（2009）。 

化審法における第一種特定化学物質に 4-7 臭化物を追加

（2010）。EFSA は動物試験における発達神経毒性に基づく

BMDL10をもとにヒトの毒性指標を設定（2012）。 

EU、カナダ、中国等で使用規制。 

【現状】 

トータルダイエットスタディで、PBDE 類の摂取量への食品群

の寄与は、魚介類（34%）、油脂類（31%）、穀類（13%）が大き

いと推定（2012-2014）。PBDE-47, 99, 153, 209 について、推

定摂取量とヒトへの毒性指標を比較したところ、平均的な食

生活において健康への影響は低いと推定。 

【今後の課題】 

PBDE 類のうち、10 臭素化体は現在も製造・使用されている

こと、毒性の情報が不明な分子種があることから、リスク管

理措置の必要性を検討するため、 

・関連化合物も含め情報収集を継続。 

・一定期間後に最新の含有実態を把握。 

 

 

 

 

 

◎ △ ○ ○ ○ － － － 

H： 2% 

M：24% 

L：38% 

-：36% 

・知らなかったので知りたい 

・臭素化難燃剤の使用状況

や環境への放出いついて、

環境省、経済産業省等との

協議を検討してはどうか。 

・食料産業全体、特に加工

食品メーカーにとっては製

品に使用する原料の品質

管理の重要なポイントであ

り、各国の規制値・基準値

の違い等を含めた情報・実

態調査は極めて貴重です。

また、その調査と並行した

公的機関による低減策の

研究が期待されます。リス

クプロファイルの継続的な

充実をお願いします。 

・水産物に関して、近年深

海性の魚介類の利用が見

られることから、種類と利用

状況を勘案して、調査する

ことも必要ではないか。 

  
関連化合物も含め、情

報収集を継続 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と 

今後の課題 

毒性

評価 

含有実態

把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

パーフルオロ

オクタンスルホ

ン酸（PFOS） 

未定 M L L M 

【国内外の動向】 

POPs条約の付属書Bに追加（2009）。化審法における第一

種特定化学物質に追加し、原則として製造・使用を禁止

（2010）。 

EU、米国、カナダ等は PFOs の販売、輸入又は使用を制

限。イギリス（FSA）の実態調査では、広範の食品から検出

されており、特に家畜の臓器や魚介類の汚染レベルが高

い。 

【現状】 

トータルダイエットスタディで、PFOSの推定摂取量（寄与率：

魚介類が 100%）が、耐容摂取量より十分に低いことを確認

（2012-2014）。現時点では平均的な食生活において消費者

への健康への懸念はなく、製造・使用が禁止されているた

め、今後も「優先リスト」に位置づけてのサーベイランス等は

不要。 

【今後の課題】 

関連化合物も含め、情報収集を継続。 

 

 

 

△ △ ○ ○ ○ － － － 

H： 4% 

M：21% 

L：33% 

-：42% 

・知らなかったので知りたい 

・情報収集と関係する規制

当局との協議が必要。 

・食料産業全体、特に加工

食品メーカーにとっては製

品に使用する原料の品質

管理の重要なポイントであ

り、各国の規制値・基準値

の違い等を含めた情報・実

態調査は極めて貴重です。

また、その調査と並行した

公的機関による低減策の

研究が期待されます。リス

クプロファイルの継続的な

充実をお願いします。 

・水産物に関して、近年深

海性の魚介類の利用が見

られることから、種類と利用

状況を勘案して、調査する

ことも必要ではないか。 

  
関連化合物も含め、情

報収集を継続 

パーフルオロ

オクタン酸

（PFOA） 

未定 M L L M 

【国内外の動向】 

IARC は、「ヒトに対して発がん性があるかもしれない（グル

ープ 2B）」に分類（2014）。化管法における第二種指定化学

物質に指定。欧州の実態調査では、広範の食品から検出さ

れており、特に家畜や魚介類の汚染レベルが高い。 

【現状】 

トータルダイエットスタディで、PFOAの推定摂取量（寄与率：

魚介類が 90%、藻類が 10%）が、耐容摂取量より十分に低い

ことを確認（2012-2014）。 

【今後の課題】 

PFOAや、体内で一部がPFOAに変換されるフルオロテロマ

ーなど関連化合物について、 

・情報収集を継続。 

・必要に応じて実態調査を実施。 

 

 

 

 

 

△ △ ○ － － － － －  

 

  
関連化合物も含め、情

報収集を継続 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と 

今後の課題 

毒性

評価 

含有実態

把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

 現在は使用していないが、過去に農薬としての意図的な使用により環境中に放出された化学物質                          

農薬として使

用された履歴

のある残留性

有機汚染物質

※ 

農産物 M-H L L H 

※ BHC（リンデンを除く）、DDT、アルドリン、ディルドリン、

エンドリン、エンドスルファン、クロルデン、ヘプタクロル、

リンデン、ペンタクロロフェノールが該当する。 

【国内外の動向】 

POPs 条約の対象物質として指定され、原則として製造・使

用を禁止（ペンタクロロフェノールは、POPs 条約の第 7 回締

約国会議（2015）で対象物質となることが決定。）。 

コーデックス委員会は、DDT、アルドリン、ディルドリン、エン

ドリン、クロルデンについては、環境由来の汚染を踏まえて

基準値を設定。また、エンドスルファン、リンデンについて

は、農薬として使用した場合の残留を踏まえて基準値を設

定。なお、リンデンについては、環境由来の汚染を踏まえた

基準値の設定を検討予定（2016）。 

国内では、食品衛生法に基づく基準値が設定されており、

また、ペンタクロロフェノール以外は化審法における第一種

特定化学物質に指定されている。 

【現状】 

農薬取締法に基づく使用禁止農薬として指定。 

アルドリン、ディルドリン、ヘプタクロルを中心に、吸収要因、

低減対策、土壌診断等に関する研究を実施（2007-2012、

2014-）。 

【今後の課題】 

一部の産地で農産物中のアルドリン、ディルドリン、ヘプタク

ロルの検出が懸念されることから、これらの低減に取り組む

産地を引き続き支援。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

H：19% 

M：51% 

L：27% 

-： 4% 

・情報収集と関係する規制

当局との協議が必要。 

・食料産業全体、特に加工

食品メーカーにとっては製

品に使用する原料の品質

管理の重要なポイントであ

り、各国の規制値・基準値

の違い等を含めた情報・実

態調査は極めて貴重です。

また、その調査と並行した

公的機関による低減策の

研究が期待されます。リス

クプロファイルの継続的な

充実をお願いします。 

・保管状況が、完全でない

可能性があり、漏れだしに

よる汚染の可能性が大であ

ると思われる（PCB も同様） 

特に閉鎖水域や内水面で

の影響が大きいと思われる

ので自治他への注意喚起

や定期的なモニタリングが

有効と思われる。 

✓ 

③ 

農産物中のアルドリ

ン、ディルドリン、ヘプタ

クロルの低減に取り組

む産地の支援 



13 

リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と 

今後の課題 

毒性

評価 

含有実態

把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

かび毒 

総アフラトキシ

ン（AFB1+AFB2 

+AFG1+AFG2） 

農産物

（加工食

品） 

H L M H 

【国内外の動向】 

①コーデックス委員会は、最大基準値（落花生（1999）、木

の実類（2008、2010）、乾燥いちじく（2012））を設定。また、

汚染の防止及び低減のための実施規範（穀類（2003）、落

花生（2004）、木の実類（2005）、乾燥いちじく（2008））を策

定。現在、香辛料の基準値の設定及び実施規範の新規策

定並びに穀類の実施規範の改訂を実施中。JECFAは、アフ

ラトキシン（AF）がヒトの肝臓に発がん性があり、AF の摂取

量を可能な限り低減すべきと評価（1987、1996、1997、

2007）。落花生の最新の暴露評価を予定（2016）。 

②多くの国が AFB1又は総 AF に食品中の基準値を設定。 

③食品安全委員会は、遺伝毒性発がん物質であり、食品か

らの総 AF の摂取は合理的に達成可能な範囲で出来る限り

低いレベルにするべきと評価（2009）。これを受けて、厚生

労働省が食品衛生法の食品中の規制値を AFB1 のみから

総 AF（AFB1+AFB2+AFG1+AFG2）に強化（2011）。 

【現状】 

国産米でも規制値を超えるAF汚染事例があったことを受け

て、農林水産省は中小規模のコメ生産者向けに「米のカビ

汚染防止のための管理ガイドライン」を策定（2012）。 

国内の農地土壌や穀類の乾燥調製施設の調査から、生産

環境中に AF 産生菌が存在することが判明。 

市販の国産さとうきび及び落花生の加工品の調査から、総

AF濃度は規制値未満であったが、高頻度で黒糖にAFが含

まれることが判明。 

【今後の課題】 

・穀類（コメ、麦類）等の国産農産物の AF の含有実態の把

握。 

・コメの「ガイドライン」の充実（改訂）と「ガイドライン」に基づ

く取組の生産者へのさらなる普及、「清掃」以外の対策に関

する効果の検証。 

・コメの長期貯蔵によるAF産生菌を含む菌そうの変化やAF

汚染経路、汚染条件等の解明。 

・AF 産生菌の分布の把握、農産物の AF 汚染経路の解明と

汚染防止及び低減技術の開発（加工品の対策を含む。）。 

・気候変動が国産農産物の AF 汚染に及ぼす影響の把握。 

◎ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

H：24% 

M：48% 

L：18% 

-：10% 

・これまでも低減に取り組ん

で来られていますが、気候

の温暖化に伴い棲息分布

域が広がってきているとの

こと。食品からの摂取に対

しても消費者の関心が高い

物質です。農産物に発生す

るアフラトキシン低減もです

が輸入食品の水際対策も

重要だと思います。 

・主食の米はガイドライン

（ＧＬ）による低減対策の普

及、長期貯蔵中におけるＡ

Ｆ生成についての調査を継

続し、低減対策の検討が必

要。 

加工食品や黒糖から検出さ

れるＡＦについては摂取量

との関係で必要で考察をし

たうえでリスク管理措置の

検討が必要。 

・気象条件等の影響による

含有量の年次変動に注意

が必要であり、国産及び輸

入原料の実態調査継続が

必要と考えます。  

✓ 

① 

穀類（コメ、麦類）等の

国産農産物の AF の含

有実態の把握 

 

コメ「ガイドライン」の充

実（改訂）と「ガイドライ

ン」に基づく取組の生

産者へのさらなる普及 

 

コメ「ガイドライン」に基

づく取組のうち、「清

掃」以外の対策に関す

る効果の検証 

 

AF 産生菌の分布の把

握、農産物の AF 汚染

経路の解明と汚染防

止及び低減技術の開

発（加工品の対策を含

む） 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と 

今後の課題 

毒性

評価 

含有実態

把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

アフラトキシン

M1 

（アフラトキシ

ン B1で管理） 

畜産物

（飼料） 
H Ｌ M H 

【国内外の動向】 

コーデックス委員会は、搾乳用動物の飼料原料中の汚染低

減のための実施規範を策定（1997）。食品安全委員会で「乳

中のアフラトキシン M1及び飼料中のアフラトキシン B1」につ

いて、食品健康影響評価済（2013）。 

【現状】 

配合飼料中のアフラトキシン（AF）B1 について、基準（0.01 

mg/kg（乳用牛用、幼畜用））及び 0.02 mg/kg（乳用牛用以

外の成畜用））を設定し、飼料安全法に基づくモニタリングを

実施。これまで基準を超過する事例なし。また、とうもろこし

の調達先の多様化及び厚生労働省の乳中の AFM1 の新た

な規制に対応し、とうもろこしに AFB1 の基準（0.02 mg/kg）

を新たに設定（2015.6.25。同年 12.25 から適用）。 

「飼料等の有害物質混入防止のための対応ガイドライン」を

制定（2008）し、事業者に対し有害物質の低減対策等を指

導。 

【今後の課題】 

基準の遵守状況を監視するため、引き続きモニタリングを実

施。また、原料調達先の多様化や国産飼料の利用拡大を

考慮し、基準対象以外の飼料についてもサーベイランスを

実施。 

最終製品の検査を中心とした監視から、工程管理への監視

へシフトし、原料段階の検査も拡充。 

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

・飼料中のＡＦ規制値（Ｂ１）

と乳中の規制値（Ｍ１）がダ

ブルで設定された。これら２

つの規制値についてはモニ

タリング等で最も効率のよ

い規制値のあり方について

厚生労働省とも定期的に協

議すべき事項と考える。 

✓ 

③ 

基準の遵守状況を監

視するため、引き続き

モニタリングを実施 

 

基準がない飼料につい

ても、サーベイランスを

実施 

 

これらの結果を踏ま

え、現行の基準の見直

し等を検討 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と 

今後の課題 

毒性

評価 

含有実態

把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

デオキシニバ

レノール 
農産物 M L H H 

【国内外の動向】 

①JECFA が、アセチル体を含めたグループ暫定最大耐容

一日摂取量（PMTDI）及びグループ急性参照量を設定し、平

均的な暴露量では PMTDI を大きく下回るが、暴露が多い子

供やパン等の多食者で PMTDI や急性参照量を超える場合

があり得ると評価、配糖体等のデータ収集を勧告（2001、

2010）。 

コーデックス委員会は、穀類の汚染の防止及び低減のため

の実施規範（2003）を改訂中。穀類や穀類加工品に最大基

準値を設定（2015）（当面は、アセチル体を最大基準値の対

象とせず、実態調査データの収集を継続することで合意

（2014））。 

②EFSAがリスク評価を実施（2013）。多くの国で穀類に基準

値を設定。 

③厚生労働省は、食品衛生法の暫定基準として、小麦に

1.1 mg/kg を設定。また、食品安全委員会は、一般的な日本

人の食品からのデオキシニバレノール（DON）摂取が健康

に悪影響を及ぼす可能性は低いと評価（2010）。リスク管理

機関に対して、気象条件等の影響による濃度の年次変動

があるため、生産段階における汚染低減対策を着実に進め

るとともに、規格基準の必要性について検討することを提

案。食品安全委員会の評価や国際基準値の設定を受け

て、基準が見直される可能性あり。 

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

H：13% 

M：34% 

L：29% 

-：24% 

・気象条件で高い濃度で発

生すると聞いています。低

減対策を推進してほしいで

す。 

・国産麦類の DON/NIV の

汚染低減化ＧＬの普及。

DON アセチル体や配糖体

についての濃度に及ぼす

影響の調査が重要。 

・気象条件等の影響による

含有量の年次変動に注意

が必要であり、国産及び輸

入原料の実態調査継続が

必要と考えます。 

現状、日本の暫定基準（小

麦 1.1mg/kg）で問題なく運

用されており、今後 Codex

委員会の進捗等に関連して

慎重に議論・検討頂きた

い。 

✓ 

③ 
タイプ B

トリコテ

セン類と

して 

国産麦類の実態調査

の継続 

 

指針に基づく対策の着

実な指導及び普及 

 

DON、NIV の汚染防

止、低減対策が、DON

のアセチル体や配糖体

の濃度に及ぼす影響

の把握 

 

最新の研究成果や国

際情勢等を踏まえた

「指針」及び「技術情

報」の改訂 

      

【現状】 

農林水産省は「麦類の DON/NIV 汚染低減のための指針」

（2008）に基づく指導、普及を推進。 

国産麦類の DON 及び DON のアセチル体の濃度に年次変

動があること、近年は国産小麦についてはすべて暫定基準

値（1.1 mg/kg）を下回り、国産麦類の濃度は低い値で推移

していることを確認。 

アセチルDON濃度の国産麦類におけるDON濃度に対する

比率は平均で 5-15％程度であり、DON と同様に実態調査

が必要であることが判明。 

【今後の課題】 

・実態調査のとりまとめと推定経口摂取量の試算による健

康リスクの推定。 

・国産麦類の DON/NIV の汚染防止・低減対策が、DON の

アセチル体や配糖体の濃度に及ぼす影響の把握。 

・最新の研究成果や国際情勢等を踏まえた「指針」及び「技

術情報」の改訂。 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と 

今後の課題 

毒性

評価 

含有実態

把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

デオキシニバ

レノール 
飼料 M M L H 

【現状】 

飼料に基準（4 mg/kg（生後３か月以上の牛）、1 mg/kg（生

後３か月以上の牛を除く））を設定し、飼料安全法に基づくモ

ニタリングを実施。近年の調査において基準を超過する事

例なし。 

「飼料等の有害物質混入防止のための対応ガイドライン」を

制定（2008）し、事業者に対し有害物質の低減対策等を指

導。 

【今後の課題】 

基準の遵守状況を監視するため、引き続きモニタリングを実

施。 

また、原料調達先の多様化や国産飼料の利用拡大を考慮

し、基準対象以外の飼料についてもサーベイランスを実施。 

最終製品の検査を中心とした監視から、工程管理への監視

へシフトし、原料段階の検査も拡充。 

◎ ○ ○ ○ ○ ○ － ○  

  

✓ 

③ 

基準の遵守状況を監

視するため、引き続き

モニタリングを実施 

 

基準がない飼料につい

ても、サーベイランスを

実施 

 

これらの結果を踏ま

え、現行の基準の見直

し等を検討 

ニバレノール 農産物 M L H H 

【国内外の動向】 

①コーデックス委員会は、穀類の汚染の防止及び低減のた

めの実施規範（2003）を改訂中。最大基準値は未設定。

JECFA はリスク評価を未実施。 

②EFSA がリスク評価を実施（2013）。基準値を設定している

国は確認できず。 

③食品安全委員会は、一般的な日本人の食品からのニバ

レノール（ＮＩＶ）摂取が健康に悪影響を及ぼす可能性は低

いと評価（2010）。リスク管理機関に対して、気象条件等の

影響による濃度の年次変動があるため、生産段階における

汚染低減対策を着実に進めるとともに、基準の必要性につ

いて検討することを提案。国内基準は未設定。 

【現状】 

農林水産省は「麦類の DON/NIV 汚染低減のための指針」

（2008）に基づく指導、普及を推進。 

国産農産物のＮＩＶ及びＮＩＶのアセチル体の濃度に年次変

動があること、DON と同程度の濃度範囲の汚染があり近年

は低く推移していることを確認。北海道以外の地域では

DON との共汚染があること等が判明。 

国産麦類の NIV 濃度に対するアセチル体の濃度の比率は

10％未満であることが判明。 

【今後の課題】 

・実態調査のとりまとめと推定経口摂取量の試算による健

康リスクの推定。 

・DON/NIV の汚染防止・低減対策が、ＮＩＶのアセチル体や

△ ○ △ ○ ○ － － －  

・気象条件で高い濃度で発

生すると聞いています。低

減対策を推進してほしいで

す。 

・国産麦類の DON/NIV の

汚染低減化ＧＬの普及。

DON アセチル体や配糖体

についての濃度に及ぼす

影響の調査が重要。 

・気象条件等の影響による

含有量の年次変動に注意

が必要であり、国産及び輸

入原料の実態調査継続が

必要と考えます。 

食品安全委員会で、現状一

般的に健康に悪影響を及

ぼす可能性は低いとの評

価であり、国際基準もなく、

基準の必要性については

慎重な議論をお願いした

い。 

✓ 

③ 
タイプ B

トリコテ

セン類と

して 

国産麦類の実態調査

の継続 

 

指針に基づく対策の着

実な指導及び普及 

 

DON/NIV の汚染防止・

低減対策が、ＮＩＶのア

セチル体や配糖体の

濃度に及ぼす影響の

把握 

 

最新の研究成果や国

際情勢等を踏まえた

「指針」及び「技術情

報」の改訂 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と 

今後の課題 

毒性

評価 

含有実態

把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

配糖体の濃度に及ぼす影響の把握。 

・最新の研究成果や国際情勢等を踏まえた「指針」及び「技

術情報」の改訂。 

ゼアラレノン 農産物 M L H H 

【国内外の動向】 

①JECFA が PMTDI を設定（1999）。コーデックス委員会は、

推定摂取量は PMTDI を大きく下回っているが、子供等の暴

露を減らすために低減に取り組むこと、貿易上の問題がな

いため当面は基準値を設定しないことに合意（1999）。現

在、穀類の汚染防止及び低減のための実施規範（2003）を

改訂中。 

②EFSAがリスク評価を実施（2011）。EU、ブラジル等が基準

値を設定。 

③食品安全委員会は未評価。国内基準も未設定。 

【現状】 

国産麦類のゼアラレノン（ZEN）濃度は、近年は、DON、NIV

と比較して濃度、検出率とも低く推移していることを確認（定

量限界 0.0005-0.0021 mg/kg）。 

現時点では、国産麦類の ZEN 汚染による 健康リスクは小

さいと推測。 

【今後の課題】 

・実態調査のとりまとめと推定経口摂取量の試算による健

康リスクの推定。 

・「麦類の DON/NIV 汚染低減のための指針」の対策による

ZEN 汚染低減の有効性の検証。 

・豆類の主産地における ZEN 汚染の原因菌や汚染経路の

特定（必要に応じて汚染防止・低減対策の検討）。 

◎ ○ ○ △ ○ － － ○ 

H： 8% 

M：30% 

L：29% 

-：33% 

・気象条件等の影響による

含有量の年次変動に注意

が必要であり、国産及び輸

入原料の実態調査継続が

必要と考えます。 

✓ 

② 

国産麦類の実態調査

の継続 

 

「麦類のDON･NIV汚染

低減のための指針」の

対策によるZEN汚染低

減の有効性の検証 

 

豆類の主産地における

ZEN 汚染の原因菌や

汚染経路の特定（必要

に応じて汚染防止・低

減対策の検討） 

ゼアラレノン 飼料 M M M H 

【現状】 

飼料に基準（1 mg/kg）を設定し、飼料安全法に基づくモニタ

リングを実施。近年の調査において基準を超過する事例な

し。 

「飼料等の有害物質混入防止のための対応ガイドライン」を

制定（2008）し、事業者に対し有害物質の低減対策等を指

導。 

【今後の課題】 

基準の遵守状況を監視するため、引き続きモニタリングを実

施。 

また、原料調達先の多様化や国産飼料の利用拡大を考慮

し、基準対象以外の飼料についてもサーベイランスを実施。 

最終製品の検査を中心とした監視から、工程管理への監視

へシフトし、原料段階の検査も拡充。 

◎ ○ ○ ○ ○ ○ － ○  

  

✓ 

③ 

基準の遵守状況を監

視するため、引き続き

モニタリングを実施 

 

基準がない飼料につい

ても、サーベイランスを

実施 

 

これらの結果を踏ま

え、必要に応じてガイド

ラインを見直し 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と 

今後の課題 

毒性

評価 

含有実態

把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

T-2 トキシン、

HT-2 トキシン 
農産物 M L H H 

【国内外の動向】 

①JECFAは、グループPMTDIを設定し、欧州以外の濃度デ

ータ等がないことからデータ収集を勧告（2001）。コーデック

ス委員会は、入手可能な情報からは暴露が PMTDI を上回

る可能性が低いため、特段の措置はとらないことに合意

（2001）。現在、穀類の汚染防止及び低減のための実施規

範（2003）を改訂中。 

②EFSA がリスク評価を実施（2011）。EU、ブラジル、韓国等

が基準値を設定。 

③食品安全委員会は未評価。国内基準も未設定。 

【現状】 

国産麦類における検出率は 10％程度、濃度も DON、NIV等

と比較して低く推移していることを暫定的に確認（定量限界: 

0.0005-0.0010 mg/kg）。 

国内での麦類の汚染は、海外での報告と同様に、比較的冷

涼な地域に限られていることを暫定的に確認。 

麦類よりも豆類で汚染率が高い傾向。 

【今後の課題】 

・実態調査のとりまとめと推定経口摂取量の試算による健

康リスクの推定。 

・豆類主産地における T-2 トキシン（T-2）、HT-2 トキシン

（HT-2）汚染の原因菌や T-2、HT-2 汚染経路の特定（必要

に応じて汚染防止・低減対策の検討）。 

◎ △ ○ － ○ － － ○ 

H： 8% 

M：28% 

L：33% 

-：30% 

・気象条件等の影響による

含有量の年次変動に注意

が必要であり、国産及び輸

入原料の実態調査継続が

必要と考えます。 

✓ 

② 
タイプ A

トリコテ

セン類と

して 

国産麦類の実態調査

の継続 

 

豆類主産地における

T-2、HT-2 汚染の原因

菌やT-2、HT-2汚染経

路の特定（必要に応じ

て汚染防止・低減対策

の検討） 

オクラトキシン

A 
農産物 M L H H 

【国内外の動向】 

①JECFA は、暫定最大耐容一週間摂取量（PMTWI）を設定

し、暴露量は PMTDI を大きく下回っていると評価（1990、

1995、2001、2007）。コーデックス委員会は、穀類の汚染防

止及び低減のための実施規範（2003）を改訂中。穀類に最

大基準値を設定（2008）。 

②EFSA がリスク評価を実施（2006）。EU や中国が基準値を

設定。 

③食品安全委員会は、一般的な日本人の食品からのオクラ

トキシン A（OTA） 摂取が健康に悪影響を及ぼす可能性は

低いと評価（2014）。リスク管理機関に汚染状況のモニタリ

ング、規格基準の検討を提案。 

これを受けて、厚生労働省は、食品衛生法の規格基準とし

て穀類に基準値設定を検討中。 

【現状】 

国内の農地土壌の調査から、生産環境中に OTA 産生菌が

存在することが判明。 

◎ △ △ － ○ △ ○ ○ 

H： 9% 

M：34% 

L：31% 

-：26% 

・気象条件等の影響による

含有量の年次変動に注意

が必要であり、国産及び輸

入原料の実態調査継続が

必要と考えます。 

規格基準の検討について

は、国際整合の視点や発

生原因が特定されていない

現状等を総合的に踏まえ

て、対象食品群ごとの実態

調査を十分に行った上で慎

重に議論を進める必要があ

ると考えます。 

✓ 

② 

穀類（コメ、麦類）等の 

国産農産物の OTA 含

有実態の把握（サーベ

イランス手法の確立が

必要） 

 

OTA 産生菌の分布実

態の把握（産生菌の把

握と汚染経路等の解

明 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と 

今後の課題 

毒性

評価 

含有実態

把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

これまで調査対象とした範囲の国産穀類及びその加工品

からは OTA はほとんど検出されないことを確認（定量限界：

0.09-0.30 µg/kg）。  

【今後の課題】 

・穀類（コメ、麦類）等の国産農産物のOTAの含有実態の把

握。 

・OTA 産生菌の分布実態の把握と汚染経路等の解明。 

フモニシン類 

農産物 

加工食

品 

M M M H 

【国内外の動向】 

①JECFA は、FB1、FB2、FB3のグループ PMTDI を設定し、と

うもろこし製品の摂取量が多い地域でのみ PMTDI を超える

可能性があると評価、その他のかび毒との共汚染等に関す

るデータ収集及びとうもろこしの加工の影響や実態調査の

ための分析法開発に関する調査研究の実施を勧告（2001、

2011）。2016年に最新の暴露評価を実施予定。コーデックス

委員会は、穀類の汚染防止及び低減のための実施規範

（2003）を改訂中。穀類とうもろこしに基準値（FB1+FB2）を設

定（2014）。  

②米国は指標値、EU やブラジル、韓国では基準値を設定。 

③食品安全委員会が、現在、リスク評価を実施中。国内基

準は未設定。 

【現状】 

現時点では、国産とうもろこし（スイートコーン）のフモニシン

類汚染を示唆する情報やデータはない。実質的にフモニシ

ン汚染が問題になる食品はとうもろこしを原料とした加工品

であり、ほぼ全量が輸入である。海外と比して日本人のとう

もろこし加工品の摂取量は少ないと考えられる。 

現時点では、国産米や国産ワインのフモニシン類の汚染

は、とうもろこし製品と比較して極めて低濃度の報告のみ。 

【今後の課題】 

・コメ、ブドウ等のとうもろこし以外の農産物について、実施

中の研究成果等を踏まえた平常時及び緊急時の汚染実態

の把握 （緊急時とは、特に台風、大雨、洪水、降雹等の自

然災害により、農産物のフモニシン類汚染リスクが高まった

場合を想定）。 

・輸入とうもろこし（穀粒、フラワー、ミール、グリッツ等）を主

原料とする国産加工食品の汚染実態の把握、必要に応じて

加工工程による低減方法の検討。 

・いわゆる結合型フモニシン等を含めた、とうもろこし加工品

中の総フモニシン濃度の把握が可能な分析法の開発。 

◎ － ○ － ○ － ○ ○ 

H： 6% 

M：32% 

L：29% 

-：33% 

・気象条件等の影響による

含有量の年次変動に注意

が必要であり、国産及び輸

入原料の実態調査継続が

必要と考えます。 

✓ 

② 

とうもろこし加工食品の

含有実態調査  

 

国産のコメ、ブドウ等に

関する平常時の含有

実態調査（他のかび毒

の調査と併せて実施） 

 

結合型フモニシン等を

含めたとうもろこし加工

品の総フモニシン分析

法の開発 

 

加工工程におけるフモ

ニシン濃度低減対策に

ついて情報収集 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と 

今後の課題 

毒性

評価 

含有実態

把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

フモニシン類 飼料 H M M H 

【国内外の動向】 

JECFA は、飼料中のフモニシンは畜産物への移行が小さい

ため、人の食品安全上の問題とはならないと評価（2011）。

コーデックス委員会は、とうもろこし等の最大基準値の対象

から飼料を除外（2014）。 

【現状】 

とうもろこし等についてサーベイランスを実施（2001-）。「飼

料等の有害物質混入防止のための対応ガイドライン」を制

定（2008）し、事業者に対し有害物質の低減対策等を指導。 

【今後の課題】 

家畜の健康の観点から、原料調達先の多様化や国産飼料

の利用拡大も考慮し、引き続き、飼料中の含有実態を調

査。必要に応じて低減対策や基準設定等を検討。 

飼料を介した畜産物への移行は小さいため、食品の安全性

の観点からのリスク管理の対象とはせず、優先リストには載

せないこととする。 

◎ ○ ○ ○ ○ － － ○  

  

 
引き続き、飼料中の含

有実態調査を継続 

パツリン 

農産

物、加

工食品 

M L H H 

【国内外の動向】 

①JECFA は PMTDI を設定し、最大暴露は子供でも PMTDI

を大きく下回っているが、りんご果汁の汚染低減のための

努力を継続するよう勧告（1989、1995）。コーデックス委員会

は、基準値及び汚染防止及び低減のための実施規範を策

定（りんご果汁等）（2003）。 

②多くの国がりんご果汁等に基準値を設定。 

③厚生労働省が食品安全委員会に意見を求めた上で、り

んご果汁を対象に食品衛生法に基づく規格基準を設定

（2003）。 

【現状】 

農林水産省は、関係者に対して、原料りんご果実及びりん

ご果汁のパツリン汚染防止やパツリン汚染果汁の流通防止

の徹底を指導（通知）（2003）。 

2005 年までに実施した調査では、全試料が食品衛生法の

基準値（0.050 mg/kg）未満であり約 92%が 0.010 mg/kg 未満

と低濃度であることを確認（ただし直近の含有実態は不

明）。 

【今後の課題】 

・国産りんご果汁のパツリン濃度の最新の現状把握（現時

点では分析法がない、いわゆる結合型パツリンの把握も検

討）。 

・台風、降雹等の自然災害による被害果実が大量に発生し

た際の現状のリスク管理措置の有効性確認。 

◎ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

H：10% 

M：38% 

L：26% 

-：27% 

・結合型パツリンに関する

調査研究が必要。 

・気象条件等の影響による

含有量の年次変動に注意

が必要であり、国産及び輸

入原料の実態調査継続が

必要と考えます。 

✓ 

③ 

国産りんご果汁のパツ

リン濃度の最新の含有

実態の把握 

 

台風、降雹等の自然災

害による被害果実が大

量に発生した際の現状

のリスク管理措置の有

効性確認 

 

これまでの試験研究成

果を活用した、具体的

な汚染防止・低減のた

めの指針等の策定 

 

りんご以外の農産物の

うち、パツリン汚染の報

告がある又は汚染の

可能性がある国産農

産物及びその加工品

の汚染実態の把握 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と 

今後の課題 

毒性

評価 

含有実態

把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

・これまでの試験研究成果を活用した、具体的な汚染防止、

低減のための指針等の策定。 

・りんご以外の農産物のうち、パツリン汚染の報告があるそ

の他農産物加工品の含有実態の把握（必要に応じて分析

法の開発）。 

海産毒 

麻痺性貝毒 水産物 H M M H 

【国内外の動向】 

コーデックス委員会は、毒成分ごとの基準値を設定

（2008）。 

二枚貝可食部に対し食品衛生法に基づく規制値（4 MU/g)

あり。 

食品安全委員会はファクトシートを作成（2014）。 

【現状】 

農水省通知に基づき、生産海域において貝毒発生の監視

を行い、規制値を超えた場合には出荷の自主規制を指導。

これまでの調査等の成果を踏まえ、生産段階でよりきめ細

やかにリスク管理を行うためのガイドラインを策定・通知

（2015）。貝毒検査における機器分析導入を検討するため

のデータを蓄積（2013-2014）。貝毒の蓄積動態の解明及び

その成果をもとにした貝毒のリスク管理措置を検討中

（2014-2016）。 

【今後の課題】 

リスク管理措置として、地方自治体等によるモニタリングを

継続。 

◎ △ ○ － － ○ ○ ○ 

H：24% 

M：37% 

L：35% 

-： 4% 

・地球規模、もしくは日本近

海における気候変動によ

り、リスクの地理的範囲が

変動している事実はないの

か、もしくはそれも含めてモ

ニタリング手法を検討する

余地はないのか。 

・貝毒については、フグ毒

やノロウィルス以外あまり

知りませんでした。食中毒

がどれくらい起きているの

か、気を付けないといけな

いレベルなのか、対策が進

んでいるのか知りたいです 

・麻痺性貝毒は現行のマウ

スによる規制から機器分析

による貝毒検査へシフトす

る検討が必要ではないか。 

・製品に使用する原料の重

要な品質管理項目であり、

継続した実態調査から正確

な情報を把握することは食

品産業にとっても重要と考

えます。 

・海域のプランクトンの発生

状況に関するモニタリング

は、現状で問題はない。た

だし、生貝で出荷する業者

では、一時的に蓄養する場

合もありモニタリングの結果

が反映されないケースが考

えられるので、事業者への

注意喚起が必要。 

 

✓ 

③ 

 

貝毒の発生状況や都

道府県の出荷規制等

に関する情報収集を継

続 

 

貝毒の蓄積動態に関

する科学的データを収

集し、より合理的・効果

的な貝毒のリスク管理

措置を検討 

 

必要に応じて、ガイドラ

インを検証・見直し 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と 

今後の課題 

毒性

評価 

含有実態

把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

下痢性貝毒 水産物 M M M H 

【国内外の動向】 

コーデックス委員会は、毒成分ごとの基準値を設定

（2008）。 

二枚貝可食部に対し食品衛生法に基づく規制値（0.16 mg 

オカダ酸当量/kg)あり。 

食品安全委員会は、二枚貝中のオカダ酸群について、TDI

は設定せず、ARfD を設定（2013）。 

【現状】 

農水省通知に基づき、生産海域において貝毒発生の監視

を行い、規制値を超えた場合には出荷の自主規制を指導。

これまでの調査等の成果を踏まえ、生産段階でよりきめ細

やかにリスク管理を行うためのガイドラインを策定・周知

（2015）。貝毒検査における機器分析導入を検討するため

のデータを蓄積（2012-2013）。 

【今後の課題】 

リスク管理措置として、地方自治体等によるモニタリングを

継続。 

◎ △ ○ － － ○ ○ ○ 

H：24% 

M：38% 

L：34% 

-： 4% 

・地球規模、もしくは日本近

海における気候変動によ

り、リスクの地理的範囲が

変動している事実はないの

か、もしくはそれも含めてモ

ニタリング手法を検討する

余地はないのか。 

・貝毒については、フグ毒

やノロウィルス以外あまり

知りませんでした。食中毒

がどれくらい起きているの

か、気を付けないといけな

いレベルなのか、対策が進

んでいるのか知りたいです 

・機器分析による貝毒検査

の検討が必要ではないか。 

・製品に使用する原料の重

要な品質管理項目であり、

継続した実態調査から正確

な情報を把握することは食

品産業にとっても重要と考

えます。 

・海域のプランクトンの発生

状況に関するモニタリング

は、現状で問題はない。た

だし、生貝で出荷する業者

では、一時的に蓄養する場

合もありモニタリングの結果

が反映されないケースが考

えられるので、事業者への

注意喚起が必要。 

✓ 

③ 

貝毒の発生状況や都

道府県の出荷規制等

に関する情報収集を継

続 

 

貝毒の蓄積動態に関

する科学的データを収

集し、より合理的・効果

的な貝毒のリスク管理

措置を検討 

 

必要に応じて、ガイドラ

インを検証・見直し 

シガテラ毒 水産物 H M M M 

【国内外の動向】 

各国が我が国と同様に毒魚の流通を規制。国内では、厚労

省通知に基づき、毒化のおそれがあるオニカマスの販売を

禁止。輸入食品監視指導計画において、シガテラ毒魚の混

入防止を指導。九州・沖縄県等で数件/年のシガテラ食中

毒報告あり。 

食品安全委員会はファクトシートを作成（2013）。 

【現状】 

原因藻類と考えられている有毒微細藻類 Coolia 属につい

◎ △ △ － － － － － 

H：13% 

M：32% 

L：35% 

-：20% 

・地球規模、もしくは日本近

海における気候変動によ

り、リスクの地理的範囲が

変動している事実はないの

か、もしくはそれも含めてモ

ニタリング手法を検討する

余地はないのか。 

・貝毒については、フグ毒

やノロウィルス以外あまり

 
情報収集を継続（必要

に応じて含有実態を調

査） 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と 

今後の課題 

毒性

評価 

含有実態

把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

て、我が国沿岸に広く分布することを確認（2010-2012）。 

【今後の課題】 

シガテラ毒の分析法の開発。毒素を産生するプランクトンの

分布の把握。 

 

知りませんでした。食中毒

がどれくらい起きているの

か、気を付けないといけな

いレベルなのか、対策が進

んでいるのか知りたいです 

・製品に使用する原料の重

要な品質管理項目であり、

継続した実態調査から正確

な情報を把握することは食

品産業にとっても重要と考

えます。 

・生産地市場への周知と主

な遊漁、釣り場への注意喚

起が必要。特に自治体が積

極的に行うことが望まれる。 

 

ドウモイ酸 水産物 M L M H 

【国内外の動向】 

コーデックス委員会は、毒成分ごとの基準値を設定

（2008）。 

【現状】 

海洋生物毒安全対策事業（H20-H22)を実施し、ドウモイ酸

について 95%の検体が定量下限（0.012 mg/kg）未満で含有

濃度が低いことを確認。 

【今後の課題】 

二枚貝の汚染が確認された場合には、リスク管理措置を検

討。 

 

◎ ○ ○ － － － ○ ○ 

H： 7% 

M：24% 

L：37% 

-：31% 

・貝毒については、フグ毒

やノロウィルス以外あまり

知りませんでした。食中毒

がどれくらい起きているの

か、気を付けないといけな

いレベルなのか、対策が進

んでいるのか知りたいです 

・製品に使用する原料の重

要な品質管理項目であり、

継続した実態調査から正確

な情報を把握することは食

品産業にとっても重要と考

えます。 

・海域のプランクトンの発生

状況に関するモニタリング

が望ましい。海外からの生

貝及び加工原料について、

調査（生産地等）が望まれ

る。 

 
情報収集を継続（必要

に応じて含有実態を調

査） 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と 

今後の課題 

毒性

評価 

含有実態

把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

ブレベトキシン

群 
水産物 L M M H 

【国内外の動向】 

コーデックス委員会は、毒成分ごとの基準値を設定

（2008）。 

【現状】 

海洋生物毒安全対策事業（H20-H22)を実施し、ブレベトキ

シンについて、全ての検体が定量下限（0.004-0.031 mg/kg）

未満であることを確認。 

【今後の課題】 

二枚貝の汚染が確認された場合には、リスク管理措置を検

討。 

◎ ○ ○ － － － ○ ○ 

H： 5% 

M：19% 

L：32% 

-：44% 

・貝毒については、フグ毒

やノロウィルス以外あまり

知りませんでした。食中毒

がどれくらい起きているの

か、気を付けないといけな

いレベルなのか、対策が進

んでいるのか知りたいです 

・製品に使用する原料の重

要な品質管理項目であり、

継続した実態調査から正確

な情報を把握することは食

品産業にとっても重要と考

えます。 

・海域のプランクトンの発生

状況に関するモニタリング

が望ましい。 

 
情報収集を継続（必要

に応じて含有実態を調

査） 

その他一次産品に含まれる危害要因 

硝酸性窒素 農産物 L M M M 

【国内外の動向】 

JECFAは、食品添加物として評価(2004)。この際、野菜の硝

酸性窒素について、「野菜は硝酸塩の主要な摂取源だが、

野菜の有用性はよく知られており、野菜中の硝酸塩がどの

程度血液に取り込まれるかのデータが得られていないこと

から、野菜から摂取する硝酸塩をADIと比較することや野菜

中の硝酸塩について基準値を設定することは適切ではな

い」とした。 

EU は葉菜類、乳児用食品について基準値を設定。 

食品安全委員会は、野菜中の硝酸性窒素について、国内

では健康に悪影響が起こる可能性は低いとしている。 

【現状】 

野菜における含有実態、低減技術等に関する研究を実施

（2002-2004）。この成果をもとに野菜茶業研究所が「野菜の

硝酸イオン低減化マニュアル」作成・公表（2006）。交付金に

より、低減技術の実証や講習会などを通じて、低減対策に

取り組もうとする産地を支援（2006-）。 

【今後の課題】 

国内では野菜の硝酸性窒素により健康に悪影響が起こる

可能性は低いと考えられるものの、硝酸性窒素濃度が低い

野菜の需要があるため、引き続き、関連情報の収集・提供、

低減対策に取り組もうとする産地を支援。 

◎ ○ ○ ○ － － － ○ 

H：10% 

M：47% 

L：33% 

-：10% 

・有害であると思ってました

が、アンケートを読ませてい

ただくとまだわからないこと

も多いようです。調査と研究

を進めていただきたいと思

います。 

野菜をたくさん食べようとい

う中で、野菜に含まれる硝

酸性窒素を低減する取り組

みはさらに進めていただき

たいと思います。 

・製品に使用する原料の重

要な品質管理項目であり、

継続した実態調査から正確

な情報を把握することは食

品産業にとっても重要と考

えます。 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と 

今後の課題 

毒性

評価 

含有実態

把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

流通、調理、加工などで生成する危害要因 

アクリルアミド 
加工食

品 
H H H H 

【国内外の動向】 

コーデックス委員会は、食品（馬鈴薯加工品、穀類加工品）

中のアクリルアミド低減のための実施規範を採択（2009）。

JECFA(2010)及び EFSA（2014）は、アクリルアミドは遺伝毒

性発がん性があり、食品を通じて長期間にわたって摂取す

ることによりヒトの健康への悪影響の懸念があるため、食品

中のアクリルアミドを低減する努力を継続すべきと評価。 

【現状】 

国内外の調査でアクリルアミドを多く含むことが報告されて

いる加工食品や、日本人の摂取量が多い食品についてサ

ーベイランスを実施（2004-）。 

食品事業者や研究機関と連携して、食品中のアクリルアミド

の低減技術やアクリルアミドの簡易分析法を開発。食品関

連事業者のアクリルアミド低減に向けた取組を支援するた

め、「食品中のアクリルアミドを低減するための指針」を作成

（H25）・普及。 

【今後の課題】 

食品を通じた消費者のアクリルアミド摂取量を低減するた

め、 

・実施指針等に基づく事業者による低減の取組の効果を検

証するため、定期的に含有実態を把握。 

・事業者と連携して、食品の製造工程のどこでアクリルアミド

が生成するかを特定するための調査や、低減対策の効果

の検証のための調査を実施。 

・家庭調理における低減対策について、消費者向けの情報

提供を充実。 

◎ ○ ○ ○ ○ － － － 

H：16% 

M：45% 

L：28% 

-：11% 

・アクリルアミドは多様な食

品に含まれておりなかなか

低減できない状況にありま

す。事業者とともに消費者

ができる低減対措置につい

てさらに知りたいです。 

・食品安全委員会では各種

食材の加熱時に生成する

アクリルアミドの食品中含

有量及び調理法生成条件

に関する研究を公募（平成

28 年度）する予定。食品安

全委員会との連携も検討さ

れたい。 

・業界の低減取組みは進ん

でいますが、国民生活全体

の健康・安全を考えた時、

家庭での調理過程での低

減が大切と思います。実態

調査とともに国民への正し

い情報の提供と低減策の

丁寧な啓蒙が期待されます 

・ポテトチップスは多くの消

費者に食されているので確

認の継続と事業者と一緒に

なって低減策に取り組む必

要があると思います｡ 

✓ 

③ 

 

含有実態調査を継続

し、事業者の自主的な

取組の結果、アクリル

アミド濃度が低減した

かどうか検証 

 

事業者と連携して、 

①製造工程のどこでア

クリルアミドが生成して

いるか特定、 

②低減対策の効果を

検証 

 

家庭調理における低減

対策に関する消費者

向け情報提供の充実 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と 

今後の課題 

毒性

評価 

含有実態

把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

多環芳香族炭

化水素類

（PAHs） 

加工食

品 
H M M H 

【国内外の動向】 

JECFA は、食事からの PAHs の摂取による健康リスクは低

いが、PAHs の多くが遺伝毒性発がん性物質であることから

燻製及び直接乾燥の製造工程での PAHs 汚染を低減すべ

きと評価し、遺伝毒性発がん性のある 13 物質のモニタリン

グを行うよう勧告（2005)。コーデックス委員会は、燻製食品

及び直接乾燥食品の PAH 低減のための実施規範を採択

（2009）。この実施規範を参照した燻製魚の規格を採択

（2013）。 

EU、カナダ等は燻製食品や油脂に基準値を設定。EU は食

品中の基準値の引き下げを決定（かつお節については、日

本から提出した実態データに基づき対象から除外）（2015）。 

【現状】 

トータルダイエットスタディで、魚節原料の調味料からの寄

与が大きいことを特定（2005-2007）。魚節製品を対象とした

実態調査で、かつお節に含まれる主要な PAH 種を特定

（2008）。かつお削り節から出し汁への PAHs の溶出率は 1%

以下であることを確認（2012）。事業者と連携し、「かつお節・

削り節の製造における PAH 類の低減ガイドライン」を策定

（2013）。これに基づき事業者が低減の取組中。直火で加熱

した食肉の一部に高濃度の PAHs が含まれていることを確

認。 

【今後の課題】 

食品を通じた消費者の PAHs の摂取量を低減するため、 

・かつお節製品については、事業者による低減の取組の効

果を検証するため、一定期間後に最新の含有実態を調

査。 

・直火調理食品等について、直火加熱について事業者への

注意喚起と低減対策の推進・家庭調理における低減対策

についての消費者向け情報提供の充実。 

◎ △ ○ △ ○ － － ○ 

H： 6% 

M：31% 

L：40% 

-：23% 

・業界の低減取組みは進ん

でいますが、国民生活全体

の健康・安全を考えた時、

家庭での調理過程での低

減が大切と思います。実態

調査とともに国民への正し

い情報の提供と低減策の

丁寧な啓蒙が期待されま

す。 

・鰹節中の PAHsについて、

業界の実態を調査する必

要がある。ただし、摂取量

からすると食品としての安

全性に問題はないというべ

きと考える。 ✓ 

③ 

【かつお節製品】 

実態調査を通じて、事

業者の取組の結果、

PAHs 濃度が低減した

かどうか検証するとと

もに、必要に応じてガ

イドラインを見直し 

 

【直火調理食品】 

直火加熱について事業

者への注意喚起と低

減対策の推進 

 

【共通】 

家庭調理における低減

対策についての消費者

向け情報提供の充実 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と 

今後の課題 

毒性

評価 

含有実態

把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

フラン 
加工食

品 
H H M H 

【国内外の動向】 

JECFA は、代謝物に遺伝毒性発がん性があり、摂取による

ヒトの健康への懸念があると評価（2010）。コーデックス委員

会は、実施規範の策定を検討したが、フランの低減対策に

ついての情報が不足しているため当面作成しないこととし、

各国が調査研究に取り組み将来的に議論することを決定

（2011)。 

食品安全委員会は自ら評価の対象とすることを検討した

が、情報が不足していることからファクトシートを作成

（2006）。 

【現状】 

トータルダイエットスタディで、日本人は主に「嗜好飲料類」

及び「調味料・香辛料類」からフランを摂取していると推定

（2005-2007）。実態調査の結果、豆みそ、魚類缶詰・びん

詰、レトルトパウチ食品、麦茶用炒り麦など、他国で含有実

態が少ない食品にも、比較的高い濃度でフランを含むもの

があることを確認（2007、2008、2011）。事業者と連携し、しょ

うゆやみその製造工程でのフラン生成パターンを調査

（2011、2013）。試験研究により、加熱やかくはん、放置等に

よりフラン濃度が減少することを確認（2011、2012)。 

【今後の課題】 

食品を通じた消費者のフラン摂取量を低減するため、 

①濃度が高い食品におけるリスク管理措置を検討するた

め、事業者とも連携しつつ、 

・加工食品でのフラン生成メカニズムの研究。 

・加工製造段階で、食品の風味を損なわずに実行可能な低

減技術の開発。 

②フランの低減技術を指針等にまとめて関係事業者に広く

普及。 

③家庭でも実行可能な低減対策について消費者向けの情

報提供の充実。 

④メチルフランなどのフラン類似体の含有実態の調査、低

減対策の情報収集。 

 

◎ ○ ○ △ △ － － － 

H： 4% 

M：27% 

L：43% 

-：27% 

・コーヒーなど日常食するも

のに高い濃度で含まれてい

るということなので低減対

措置についてさらに知りた

いです。 

・生成メカニズムの研究と

実態調査が必要と考えま

す。また、並行して家庭調

理での低減対策に関する

情報提供も重要と考えます

が、いずれも慎重な取組み

が大切と考えます。 

✓ 

① 

加工製品でのフラン生

成メカニズムの研究加

工製造段階で、食品の

風味を損なわずに実行

可能な低減技術の開

発 

 

上記のために必要とな

る含有実態の調査 

 

家庭でも実行可能な低

減対策について消費者

向けの情報提供の充

実 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と 

今後の課題 

毒性

評価 

含有実態

把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

ヒスタミン 
加工食

品 
L M H H 

【国内外の動向】 

コーデックス委員会は、魚類及び水産製品の一部につい

て、腐敗基準及び衛生・取扱基準として基準値を設定

（-2011）。FAO/WHO 合同専門家会合は、魚類及び水産製

品１食あたりのヒスタミン最大許容濃度を 200 mg/kg と推計

（2012）。この評価結果を受けて、コーデックス委員会が基

準値の見直しを検討中（2012-）。冷凍流通網が整備されヒ

スタミン食中毒件数は減少しているが、依然として発生事例

は散見される。 

食品安全委員会はファクトシートを作成（2013）。 

【現状】 

水産加工品のうち、塩干品や発酵食品の一部でヒスタミン

濃度が比較的高いものがあることを確認（2010-2011）。 

ヒスタミン食中毒防止マニュアルを作成・普及（2009）し、関

係業界による生成抑制のための取組を推進。 

発酵食品の実態調査の結果、しょうゆや農産物漬物の一部

に比較的濃度が高いものがあったため、詳細に実態調査

（2011-2012、2015）。 

【今後の課題】 

食品を通じた消費者のヒスタミンの摂取量を低減するため、 

①水産加工品について、リスク管理措置を普及するため、

引き続き関連情報を収集するとともに関係業界による 

生産工程におけるヒスタミン低減の取組を指導。 

②発酵食品について、必要に応じて低減対策を検討し、 

事業者の取組を支援。 

③消費者向け情報提供を充実。 

 

◎ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ 

H：21% 

M：43% 

L：29% 

-： 6% 

・消費者に、直接食品を提

供する事業者として、捕獲・

生産・流通段階で当該物質

が生成されると、事業者側

で管理（排除）することは出

来ない。しかし、行政処分

は提供した飲食店にも課せ

られる。川上での啓蒙やモ

ニタリング強化は勿論だが

飲食店やスーパー等でも簡

易判定出来る、検査手法の

開発等の動きはないものか 

・食中毒としても身近な物

質です。低減措置について

知りたいです。 

・水産加工品、発酵食品と

もに生成経路・抑制対策に

関する情報を事業者、消費

者双方に啓蒙することが求

められると思います。 

・水産物加工業者が製造し

た｢ぶり｣の味付した商品で

今夏食中毒事案が発生(9

件)確認と対策を継続して欲

しい｡ 

・原料（漁獲時、保管時）段

階では、国内産は問題ない

と考えられる。加工段階で

の管理が重要。製品回収

等がよく見られる。  

✓ 

③ 

【水産加工品】 

関係業界に対する低

減対策の指導 

 

情報収集を継続し、必

要に応じて含有実態を

把握し、マニュアルの

見直しを検討） 

 

【発酵食品】 

実態調査の結果を踏

まえ、必要に応じて低

減対策を検討し、事業

者の取組を支援 

 

【共通】 

毒性や食品中の含有

実態等について消費者

向けに情報提供 

 

クロロプロパノ

ール類

（3-MCPD、

1,3-DCP）  

加工食

品 
M M M H 

【国内外の動向】 

コーデックス委員会は基準値（酸加水分解植物性たんぱく

を含む液体調味料）及び実施規範（酸加水分解植物性たん

ぱく及び酸加水分解植物性たんぱくを含む食品）を策定

（2008）。 

【現状】 

アミノ酸液混合しょうゆで含有量が多い場合があることを実

態調査により確認し、クロロプロパノール類の低減対策の

徹底を関係業界に要請（2008、2012)。低減対策の効果を確

認するための調査を実施（2009、2011）。3-MCPD 濃度が高

◎ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ 

H： 5% 

M：27% 

L：36% 

-：32% 

・日常、よく使用する食品に

使われているので、製造業

社での低減が進むことを望

みます。 

・加工時に食品添加物とし

て利用される副原料から多

く検出される可能性があり、

今後を注視。 

✓ 

③ 
3-MCPD

として 

業界団体と連携し、低

減対策を実施していな

い事業者に対し個別指

導 

 

事業者の低減対策の

取組状況を確認するた

め、最新の含有実態を

把握  
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と 

今後の課題 

毒性

評価 

含有実態

把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

かったしょうゆについて、2006-2011 年にかけて平均濃度が

約 1/5 に低下し、低減対策が有効であることを確認。 

また、1,3-DCP 濃度と 3-MCPD 濃度には正の相関があり、

1,3-DCP は 3-MCPD の対策と同時に低減可能。 

【今後の課題】 

食品を通じた消費者の 3-MCPD 及び 1,3-DCP の摂取量を

低減するため、 

・リスク管理措置のさらなる普及を図るため、業界団体と連

携し、低減対策を実施していない事業者に対し個別指導。 

・リスク管理措置の効果の検証及び見直しの必要性を検 

討するため、一定期間後に事業者の取組状況を確認すべ

く実態調査。 

クロロプロパノ

ール類

（3-MCPD 脂

肪酸エステル

類） 

加工食

品 
M M M H 

【国内外の動向】 

JECFA が評価を予定（時期は未定）。 

EFSA は加工食品に適用可能な分析法を公表（2015）すると

ともに、評価を実施中。 

食品安全委員会は、「高濃度にジアシルグリセロール

（DAG）を含む食品」に関連する情報（Q&A）において、「現在

の科学的知見においては、これまでと同様に日本人におけ

る健康への懸念は低いと考えている」旨を公表（2014）。 

【現状】 

食品中の 3-MCPD 脂肪酸エステル 30 種をそれぞれ定量で

きる分析法を開発し、各種植物油脂への適用性を確認

（2010-2011）。 

食用植物油脂、バター、マーガリン、ショートニング、ラード、

魚油を主成分とする食品、調製粉乳等を調査し、国内に流

通する食品にも含まれるが、その濃度は海外で報告されて

いる濃度よりやや低い傾向にあることを確認 (2012-)。

JECFA に含有実態データを提出（2014）。 

【今後の課題】 

JECFA によるリスク評価など国際的な動向を考慮しつつ、リ

スク管理措置の必要性を検討するため、 

・毒性や食品中の含有実態、各国・地域のリスク評価につ

いて情報収集。 

・コスト、風味等への影響を考慮した実行可能な低減方法に

ついて情報収集。 

・国内外の調査で 3-MCPD 脂肪酸エステルを多く含む食品

が明らかになった場合や日本人の摂取量の多い食品に含

有することが明らかになった場合に、食品中の含有実態

（調理工程における濃度の増減を含む）を調査。 

○ △ △ － － － － －  

・日常、よく使用する食品に

使われているので、製造業

社での低減が進むことを望

みます。 

・欧州の動向を把握して、

継続して調査検討すべき課

題。 

・国際的な安全性評価に資

するための実態調査継続と

ともに、諸外国と比較した日

本での実態を客観的に国

民全体で共有する取組み

が必要と思います。 

✓ 

② 
3-MCPD

脂肪酸

エステル

類として 

毒性や食品中の含有

実態、各国・地域のリ

スク評価について情報

収集 

 

コスト、風味等への影

響を考慮した実行可能

な低減方法について情

報収集 

 

必要に応じて、食品中

の含有実態（調理工程

における濃度増減を含

む）を調査 

 

消費者及び事業者へ

の情報提供 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と 

今後の課題 

毒性

評価 

含有実態

把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

トランス脂肪酸 
加工食

品 
L M L H 

【国内外の動向】 

WHO は、トランス脂肪酸摂取量の目標値（エネルギー摂取

量を一日当たり総摂取量の 1%未満）を設定（2003）。 

コーデックス委員会は、栄養表示の一つとして含有量表示

の義務付けを検討中。 

米国 FDA は、トランス脂肪酸を含む部分水素添加油を

GRAS（一般的に安全と認められる）の対象から除外する規

制を決定（2015）。 

食品安全委員会は、自ら評価の結果を公表し、「通常の食

生活では健康への影響は小さいと考えられる」と評価

（2012）。 

【現状】 

トータルダイエットスタディで、日本人の平均摂取量は WHO

の目標上限量の半分程度であることを確認（2005-2007）。

マーガリン、ショートニング、クリーム類、食用植物油等につ

いて最新の含有実態を調査（2014-）。ウェブサイトを通じた

詳細な情報を提供。 

【今後の課題】 

トランス脂肪酸について、消費者や事業者に正確な情報を

継続的に提供するため、 

・加工食品中のトランス脂肪酸について、最新の含有実態

の把握。 

・トランス脂肪酸関連の情報収集の継続とウェブサイトの更

新。 

◎ 
(WHO) 

△ ○ △ △ － － ○ 

H：21% 

M：43% 

L：31% 

-： 5% 

・当委員会の範疇ではない

かもしれないが、直近でトラ

ンス脂肪酸について、FDA

の規制を消費者に誤解を

招くような表現で報道した

例が目立った。規制当局と

して、このような場合には、

一にも二にも＜スピード＞

が求められる。一度、マスコ

ミがミスリードすると、消費

者の意識からそれを排除・

修正することは困難であ

り、ゼロリスクの風潮を生み

かねない。 

・最新の知見を知りたいと

思います。 

・飽和脂肪酸への置き換え

になることはリスク管理措

置としては不適切。 

・飽和脂肪酸とセットでの実

態調査継続は大切ですが、

その実態を踏まえた健康影

響に関する客観的な評価と

正確な関連情報をマスコ

ミ、消費者はじめ関係者全

体で共有することが必要と

考えます。 

・マスコミも取り上げたので

消費者の関心が高い｡正確

な情報を積極的に消費者

に伝えてもらいたい｡ 

✓ 

② 

加工食品中のトランス

脂肪酸について、最新

の含有実態を調査 

 

トランス脂肪酸関連の

情報収集の継続 

 

ウェブサイトの充実を

通じた消費者や事業者

への継続的な情報提

供 
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２．新たに優先的なリスク管理の対象とすることを検討中の有害化学物質 
            

    

リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と今後の

課題 

毒

性

評

価 

含有実

態把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

環境中に存在する危害要因 

放射性セシウム 全般 M M L H 

【国内外の動向】 

ICRP(国際放射線防護委員会)は、年間 1 ミリシーベルトよ

り厳しい措置を講じても、有意な線量の低減は達成できな

いとしており、これに基づいてコーデックス委員会は、汚染

された食品の割合が食品供給の 10%を占めると仮定した場

合の食品の放射性セシウム等の指標値を設定（1995）。 

2011年3月の東日本大震災による福島第一原子力発電所

事故を受けて、厚生労働省は暫定規制値を設定（2011.3）。 

食品安全委員会は、食品中の放射性物質に関し、放射線

による影響が見いだされているのは、生涯における追加の

累積線量がおおよそ100 mSv以上であると評価（2011.10）。 

厚生労働省は、食品から追加的に受ける放射線の総量が

年間 1mSv を超えないように、一般食品、乳児用食品、牛

乳、飲料水に放射性セシウムの基準値を設定（2012.4）。 

「総合モニタリング計画」に基づき、関係機関が役割分担し

て実態把握。食品については、地方自治体が主に出荷段

階でモニタリング検査を実施。基準値を超過した食品は、

回収・廃棄され流通せず。基準値の超過に地域的な広がり

が認められる場合には、出荷制限を実施。 

【現状】 

農林水産省は、放射性物質の基準値を超過した農畜水産

物が流通しないよう、資材の適正管理や生産対策などにつ

いて各種指導、都道府県等における検査情報の把握及び

検査への支援、肥料や飼料のモニタリング等を実施。 

【今後の課題】 

引き続き、関係機関と連携して「総合モニタリング計画」等

に基づいた対応を継続。基準値超の食品が流通しないよう

産地指導や都道府県等による検査データについて情報収

集及び検査への支援を継続。検査結果等に基づき、検査

ガイドラインの見直しを実施。 

 

 

 

◎ ○ － ○ － ○ ○ ○ ○ 

・当社では、１都１６県の生鮮

野菜・牛乳・肉類のスクリーニ

ングを 2011年 9月から実施し

ている。当初２年間は、月

120 検体前後実施していた

が、現在は月 80 検体前後。

現状はお子様メニュー等に使

用している食材を対象として

いる。これまで、基準値を超

えた例はない。 

リスクとしては、殆ど無視出

来るレベルではないか？と思

われるが、国民の関心が高

いこともあり、一定のモニタリ

ングは継続すべきと考える。

また小さなお子さんをお持ち

のお母さんや、お孫さんをお

持ちの高齢者の関心が高い

ことから、乳幼児・児童を対

象とした食材、給食等に使用

される食材の検査を手厚く

し、保育園・幼稚園・小学校

等により積極的に結果を開

示してはどうか。 

・現状のモニタリングで問題

ないと考える。 

・アンケート調査からも分かる

ように、国民の関心事の筆頭

です。東北電力原発事故後、

流通する食品には基準値が

設けられ、検査されています

が、その基準値すら納得しき

れないのは必ずしも消費者

の感情論ではないと思いま

す。いきなりの人体実験中と

✔ 

③ 

引き続き、資材の適正

管理や生産対策などに

ついての各種指導、 

関係機関と連携して「総

合モニタリング計画」等

に基づいた対応等を継

続 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と今後の

課題 

毒

性

評

価 

含有実

態把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

も言えます。起こったことは仕

方がない、喫緊の危険を回

避したとしても、今後どうなる

のか、継続的な実態検査と共

に、セシウム、ストロンチウム

等放射性物質の食を介して

人の健康にどう影響するの

かしないのかについて、リス

ク管理検討会のような、専門

家の、責任を持った，公開

の、科学的な検討研究が必

要です。 

かび毒 

ジアセトキシス

シルペノール 
農産物 M M M H 

【国内外の動向】 

①コーデックス委員会は穀類の汚染の防止及び低減のた

めの実施規範（2003）を改訂中。最大基準値は未設定。

JECFA がリスク評価を予定（2016）。 

②基準値を設定している国は未確認。 

③国内ではリスク評価は未実施、基準値も未設定。 

【現状】 

農林水産省は国産麦類の実態調査に着手（2015-）。 

【今後の課題】 

・穀類の含有実態の把握と摂取量及び健康リスクの推定。 

・（低減が必要な場合）産生菌の種類や分布の把握、低減

技術の開発。 

○ △ △ － ○ － － － ○ 

  

✔ 

② 
タイプ A

トリコテ

セン類と

して 

穀類等の汚染が懸念さ

れる国産食品の実態調

査 

ステリグマトシス

チン 
農産物 M M M H 

【国内外の動向】 

①JECFA がリスク評価を予定（2016）。コーデックス委員会

は実施規範や最大基準値は未設定。IARC は、「ヒトに対し

て発がん性があるかもしれない（グループ 2B）」に分類

（1987）。 

②基準値を設定している国は未確認。 

③国内ではリスク評価は未実施。基準値も未設定。 

【現状】 

農林水産省が行った穀類の乾燥調製施設の調査で、ほぼ

すべて（14 箇所中 13 箇所）の施設内に産生菌の存在を確

認。 

食品の含有実態調査はこれまで未実施。 

○ － － － － － － － ○ 

  

✔ 

② 

穀類等の汚染が懸念さ

れる国産食品の実態調

査 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と今後の

課題 

毒

性

評

価 

含有実

態把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

【今後の課題】 

・穀類の含有実態の把握と摂取量及び健康リスクの推定。 

・（低減が必要な場合）産生菌の把握や低減技術の開発。 

 

 

 

植物に含まれる自然毒 

ピロリジジン 

アルカロイド類 

農産物 

林産物 

畜産物 

H M M H 

【国内外の動向】 

①コーデックス委員会は食品及び飼料中のピロリジジンア

ルカロイド汚染の防止及び低減のための雑草管理に関す

る実施規範を策定（2014）。JECFA は、茶やはちみつの多

食者等に健康への懸念を表明（2015）。 

②EFSA がリスク評価を実施（2011）。含有植物の食利用の

制限や基準値を設けている国がある。 

③食品安全委員会は、コンフリーについて、摂食のリスク

について注意喚起するなど適切な措置を講じるべきである

と評価、コンフリー以外のピロリジジンアルカロイドを含む

食品によるリスクは低いと推察するが関連情報の収集を行

うよう依頼（2004）。厚生労働省は、含有植物であるコンフリ

ーの食品としての販売等を禁止（2004）。 

【現状】 

農林水産省は、含有実態調査のための標準試薬等を作

成。フキやコンフリーに含有することを確認。 

独立行政法人農林水産消費安全技術センターに依頼し、

農産物の分析法の開発等を実施中。 

【今後の課題】リスク管理措置の必要性を検討するため、 

・国内で流通する農産物、林産物、畜産物やそれらの加工

食品の含有実態の把握と健康リスクの推定。 

・低減技術の開発や摂食指導。 

 

 

 

 

◎ － ○ △ ○ △ － ○ ○ 

・野草や山菜に含まれる量と

ばく露量の推定が必要。飼料

については各種食用動物の

影響について調査が必要

か。はちみつ等海外の汚染

事例の収集も必要。 

✔ 

① 

国産食品の含有実態及

び加工調理の影響を把

握 

 

実態調査のための分析

体制の確立（分析法の

開発等を含む） 

 

消費者や事業者への情

報提供 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向／農林水産省のリスク管理の現状と今後の

課題 

毒

性

評

価 

含有実

態把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

調理、加工などで生成する危害要因 

グリシドール  

脂肪酸エステル

類 

加工食

品 
H M M H 

【国内外の動向】 

JECFA が評価を予定（時期は未定）。EFSA が加工食品に

適用可能な分析法を公表（2015）。IARC は、グリシドールを

「ヒトに対しておそらく発がん性がある（グループ 2A）」に分

類（2000）。公益社団法人日本油化学会と米国油化学会が

合同で、5 つのグリシドール脂肪酸エステル分子種につい

て、個別に定量する分析法を開発（2012）。 

食品安全委員会は、「食用油には、グリシドール脂肪酸エ

ステルが不純物として微量に含まれている可能性があり、

グリシドール脂肪酸エステルが代謝されたグリシドールに

ついては、遺伝毒性発がん物質である可能性を否定でき

ないと考えた。」が、「現在使用されている食用油の摂取に

ついて、直接健康影響を示唆するものではない」と結論す

る一方、「ALARA の原則に則り、引き続き合理的に達成可

能な範囲で、できる限りグリシドール脂肪酸エステルの低

減に努める必要がある。」と評価（2015）。 

【現状】 

海外の食品と同様、グリシドール脂肪酸エステルが、我が

国で流通している食用植物油脂、油脂の含有率が高い他

の食品等にも含まれること、その濃度は海外での報告より

も低い傾向であることを確認（2012-2013）。食品安全委員

会及び JECFA に含有実態データを提出（2014）。 

【今後の課題】 

JECFA によるリスク評価など国際的な動向を考慮しつつ、

リスク管理措置の必要性を検討するため、 

・毒性や食品中の含有実態、各国・地域のリスク評価につ

いて情報収集。 

・コスト、風味等への影響を考慮した実行可能な低減方法

について情報収集。 

・国内外の調査でグリシドール脂肪酸エステルを多く含む

食品が明らかになった場合や日本人の摂取量の多い食品

に含有することが明らかになった場合に、食品中の含有実

態（調理工程における濃度の増減を含む）を調査。 

 

○ △ △ － － － － － ○ 

・欧州の動向を把握して、継

続して調査検討すべき課題。

脂肪酸グリシジルエステル

は、日本では特にジアシルグ

リセロール（DAG）油に関して

問題とされたので、DAG との

関連でも調査されるべきであ

る（例えば、ヨーロッパで言わ

れているように、DAG はグリ

シジルエステルの前駆体であ

るかどうか）。 

✓ 

② 

毒性や食品中の含有実

態、各国・地域のリスク

評価について情報収集 

 

コスト、風味等への影響

を考慮した実行可能な

低減方法について情報

収集 

 

必要に応じて、食品中

の含有実態（調理工程

における濃度増減を含

む）を調査 

 

消費者及び事業者への

情報提供 
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３．その他、食品中の有害化学物質等 
            

    

リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向等（参考情報） 

毒

性

評

価 

含有実

態把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因等 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

環境中に存在する危害要因 

 金属                                     

クロム 未定 L M M L 

【国内外の動向・現状（参考情報）】 

EFSA が小児における長期暴露量の調査報告書を公表。 

土壌中に含まれ農作物等に吸収されるが、全国的な含有実

態は不明。「日本人の食事摂取基準（2015）」では、成人にお

ける目安量を 10 µg/日と設定。耐容上限量は未設定。通常

の食品において過剰摂取が生じる可能性はないが、サプリ

メントの不適切な利用に伴って過剰摂取が生じる可能性が

ある。 

【優先度についての考え】 

サプリメントによる過剰摂取による健康被害を防止するた

め、バランスの良い食生活が重要。現時点で、農林水産省

によるリスク管理の優先度が高いとの根拠となる情報等が

不足。引き続き含有の可能性や毒性等に関する情報を収集

し、国内で流通する食品が広範囲に汚染される可能性があ

れば、予備的な実態の把握を検討。 

－  －  △ － － － － － ○ 

  

    

コバルト 未定 M M M L 

【国内外の動向・現状（参考情報）】 

土壌中に含まれ農作物等に吸収されるが、全国的な含有実

態は不明。 

【優先度についての考え】 

現時点で、農林水産省によるリスク管理の優先度が高いと

の根拠となる情報等が不足。引き続き含有の可能性や毒性

等に関する情報を収集し、国内で流通する食品が広範囲に

汚染される可能性があれば、予備的な実態の把握を検討。 

－ － － － － － － － ○ 

  

    

セレン 未定 L M M L 

【国内外の動向・現状（参考情報）】 

EFSA が小児における長期暴露量の調査報告書を公表。 

土壌中に含まれ農作物等に吸収されるが、全国的な含有実

態は不明。魚介類中に多く含まれることが知られ、「日本人

の食事摂取基準（2015）」では、成人における推奨量を 30 

µg/日（男性）、25 µg/日（女性）と設定。耐容上限量を 400～

460µg/日（男性）、330～350 µg/日（女性）と設定。通常の食

品において過剰摂取が生じる可能性はないが、サプリメント

の不適切な利用に伴って過剰摂取が生じる可能性がある。 

－ － ○ － － － － － ○ 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向等（参考情報） 

毒

性

評

価 

含有実

態把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因等 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

【優先度についての考え】 

サプリメントの過剰摂取による健康被害を防止するため、バ

ランスの良い食生活が重要。現時点で、農林水産省によるリ

スク管理の優先度が高いとの根拠となる情報等が不足。引

き続き含有の可能性や毒性等に関する情報を収集し、国内

で流通する食品が広範囲に汚染される可能性があれば、予

備的な実態の把握を検討。 

タリウム 未定 M M M L 

【国内外の動向・現状（参考情報）】 

土壌中に含まれ農作物等に吸収されるが、全国的な含有実

態は不明。国内では、タリウムが意図的に食品等に混入さ

れた事件があり、意図的な混入防止への対応は必要である

が、通常、食品安全上の問題となる可能性は低い。 

【優先度についての考え】 

現時点で、農林水産省によるリスク管理の優先度が高いと

の根拠となる情報等が不足。引き続き含有の可能性や毒性

等に関する情報を収集し、国内で流通する食品が広範囲に

汚染される可能性があれば、予備的な実態の把握を検討。 

－ － － － － － － － ○ 

  

    

銅 未定 M  M  M  H  

【国内外の動向・現状（参考情報）】 

JECFAは、PMTDI を 0.05-0.5 mg/kg bw に設定（1982）。「日

本人の食事摂取基準（2015）」では、成人における推奨量 0.7

～1.0 mg/日、耐容上限量は 10 mg/日と設定。通常の食品

において過剰摂取が生じる可能性はないが、サプリメントの

不適切な利用に伴って過剰摂取が生じる可能性がある。 

【優先度についての考え】 

サプリメントの過剰摂取による健康被害を防止するため、バ

ランスの良い食生活が重要。現時点で、農林水産省によるリ

スク管理の優先度が高いとの根拠となる情報等が不足。引

き続き含有の可能性や毒性等に関する情報を収集し、国内

で流通する食品が広範囲に汚染される可能性があれば、予

備的な実態の把握を検討。 

◎ － － － － － -－ －  ○ 

  

    

バナジウム 未定 L M L L 

【国内外の動向・現状（参考情報）】 

毒性に関するデータが不足。機能性成分として認識されてい

る可能性があるが有用性に関する十分な証拠はない。マッ

シュルーム、エビやカニ、黒コショウ、パセリ、ディルなどに高

濃度に含まれるとの報告があるが、食品から適切に摂取す

る限り安全であると考えられる。 

【優先度についての考え】 

サプリメントの過剰摂取による健康被害を防止するため、バ

ランスの良い食生活が重要（特に五酸化バナジウム）。現時

－ － － － － － － －  

・海産生物に比較的多く含ま

れている。また、重油由来の

環境汚染も可能性がある。

（石油精製等の工業地帯につ

いてモニタリングをすることも

考えられる。 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向等（参考情報） 

毒

性

評

価 

含有実

態把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因等 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

点で、農林水産省によるリスク管理の優先度が高いとの根

拠となる情報等が不足。引き続き、含有の可能性や毒性等

に関する情報を収集し、国内で流通する食品が広範囲に汚

染される可能性があれば、予備的な実態の把握を検討。 

マンガン 未定 M M M L 

【国内外の動向・現状（参考情報）】 

特になし。 

土壌中に含まれ農作物等に吸収されるが、全国的な含有実

態は不明。「日本人の食事摂取基準（2015）」では、成人にお

ける推奨量を 4 mg/日（男性）、3.5 mg/日（女性）と設定。成

人における耐容上限量を 11 mg/日と設定。菜食主義者の場

合、過剰摂取が懸念されている。 

【優先度についての考え】 

現時点で、農林水産省によるリスク管理の優先度が高いと

の根拠となる情報等が不足。引き続き含有の可能性や毒性

等に関する情報を収集し、国内で流通する食品が広範囲に

汚染される可能性があれば、予備的な実態の把握を検討。 

－ － － － － － － －  

  

    

 非金属                                     

N-ニトロソジメ

チルアミン  
未定  H  M M   L 

【国内外の動向・現状（参考情報）】 

硝酸塩や亜硝酸塩、アミンを利用する産業活動や水処理施

設における塩素処理等の生成物として生成し、排水、浄水

中に放出。自然条件下でも化学的・生物的に生成し、水・大

気・土壌中に存在。 

IARC は、「ヒトに対しておそらく発がん性がある（グループ

2A）」に分類（1987）。その後、WHOは、遺伝毒性発がん性物

質であることを示す十分な動物実験の証拠があるとし、飲料

水中の濃度に関するガイドライン値を設定（2011）。 

加工肉製品やチーズなど硝酸塩や亜硝酸塩を添加する食

品、魚・肉製品などの燻製食品、麦芽、低脂肪粉乳製品、香

辛料など、燃焼ガスによる乾燥食品、野菜のピクルスなど酢

漬けや塩漬け食品が汚染される可能性がある。含有実態に

関する報告の多くは、1970-80 年代に実施された試験に基

づくものであり、当時の分析法を考えると、現在の暴露状況

を推定するには信頼度が低い可能性がある。国内では、水

道水質に係る要検討項目とされ、目標値が定められている。 

【優先度についての考え】 

現時点で、農林水産省によるリスク管理の優先度が高いと

の根拠となる情報等が不足。引き続き含有の可能性や毒性

等に関する情報を収集し、国内で流通する食品が広範囲に

汚染される可能性があれば、予備的な実態の把握を検討。 

－ － － － － － － － ○ 

・食品（食肉製品など）の調査

が必要。 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向等（参考情報） 

毒

性

評

価 

含有実

態把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因等 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

過塩素酸塩 

農産物、

水産物、

畜産物 

L M M H 

【国内外の動向・現状（参考情報）】 

JECFA が PMTDI（0.01 mg/kg bw）を設定(2010)。JECFA は

高摂取群でも摂取量は PMTDI より十分低いと判断。 

欧州では一部野菜・果実で高濃度のものが確認されたた

め、リスク評価を行い、ヨードの摂取量が少ない一部の集団

で健康影響の可能性ありと評価。 

国立医薬品食品衛生研究所が、市販食品（葉菜類・ミネラル

ウォーター・ワイン・魚介類・精米・乳製品）の汚染実態を報

告。 

主な汚染源は、天然由来（特に肥料として用いられるチリ硝

石に含有する）のほか、塩素系製品の分解産物、ロケット燃

料と考えられている。 

【優先度についての考え】 

JECFA の評価を踏まえれば優先度は低いと考えられ、現時

点で、農林水産省によるリスク管理の優先度が高いとの根

拠となる情報等が不足。ロケット発射基地などのない地域で

も汚染が見られるため、引き続き、含有の可能性や毒性等

に関する情報を収集し、必要に応じて予備的な実態の把握

を検討。 

◎ －  ○ －  －  －  －  ○ ○ 

・EFSA が評価（EFSA J. 2014; 

12(11) 3869）している。 

    

シュウ酸 
農産物 

（野菜） 
Ｌ  Ｌ  M L  

【国内外の動向・現状（参考情報）】 

シュウ酸は、工業原料として化学合成され金属処理、医薬品

等に用いられるほか、野菜にもともと含まれエグ味等に関係

する成分である。過剰のシュウ酸の摂取は、体内でカルシウ

ムと結合して不溶性のシュウ酸塩を形成し、一部の結石の

原因になると考えられている。 

ホウレンソウの硝酸塩・シュウ酸塩濃度の品種間差異と季

節変動等について研究を実施（2002-2004）。 

【優先度についての考え】 

結石予防のためには、シュウ酸を多く含む野菜を取り過ぎな

いようにする必要があるが、野菜はビタミンなどの栄養素の

摂取の観点から重要であり、バランスのよい食生活が重要。 

現時点で、食品安全の観点から実態調査結果に基づいて低

減対策を推進していく必要があると判断する根拠情報に乏し

い。 

－ － － － － － － － ○ 

・一部の野菜の常在成分。

EMEA（欧州医薬品審査庁）が

評価（2003 年）している。 

http://www.ema.europa.eu/do

cs/en_GB/document_library/

Maximum_Residue_Limits_-_Re

port/2009/11/WC500015217.

pdf 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向等（参考情報） 

毒

性

評

価 

含有実

態把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因等 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

デクロラン・プ

ラス 
未定  M  M  M  M 

【国内外の動向・現状（参考情報）】 

塩素系難燃剤であり、主に電気ケーブルやワイヤーの被膜

に使用。POPs 条約対象物質と構造が類似しており、環境や

生体への蓄積性が懸念されている。大気中を通じてあらゆ

る食品が、水環境を通じて魚介類が汚染される可能性あり。

米国エリー湖で淡水魚や周辺大気から検出されたとの報告

あり。含有実態に関する知見は限られているが、国内では、

食事を通じたデクロラン・プラスの摂取量は、PBDE類の摂取

量の 1/100 程度であるとの報告あり。 

【優先度についての考え】 

現時点で、農林水産省によるリスク管理の優先度の優先度

が高いとの根拠となる情報等が不足。引き続き含有の可能

性や毒性等に関する情報を収集し、国内で流通する食品が

広範囲に汚染される可能性があれば、予備的な実態の把握

を検討。 

 

－ － － － － － － － ○ 

・生産量・使用量の調査が必

要。環境・食品の調査が必

要。 

    

非ダイオキシ

ン様 PCB類

(NDL-PCBs) 

畜産物 

水産物 
M M M H 

【国内外の動向・現状（参考情報）】 

JECFA が NDL-PCBs についてリスク評価し、「食品からの

摂取において健康影響の懸念とはなりそうにないとの考

えられる」とした概要を発表(2015)。 

厚生省が PCBsについて、暫定的 1日摂取許容量 5 μg/kg 

bwを設定（1977）。 

国内では PCBs について、1977 年以降、化審法や PCB 特

措法で排出源対策を実施するほか、食品中の暫定的規制

値、飼料に関する暫定的許容基準を設定。 

国立医薬品食品衛生研究所が PCBs のトータルダイエッ

トスタディを実施（1977～2013）。2006 年以降、PCBs の

摂取量は約 0.5 μg/人/日で推移。摂取量の大部分は魚

介類(9割超)、肉類。 

【今後の課題】 

JECFA のリスク評価の詳細等、情報収集を継続し、コー

デックス委員会食品汚染物質部会での議論も踏まえて対

応。 

◎ － ○ ○ ○ 

 

○ 

 

－ ○ ○ 

 

 情報収集を継続 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向等（参考情報） 

毒

性

評

価 

含有実

態把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因等 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

ヘキサクロロ

ブタジエン 
未定 M M M H 

【国内外の動向・現状（参考情報）】 

過去に、主に溶媒として使用。難分解性かつ高濃縮性であ

ることから、POPs 条約の対象物質に追加され、原則として

製造・使用等を禁止（2015）。IARC は、「ヒトに対する発がん

性について分類で.きない（グループ３）」に分類（1979）。カナ

ダ、EU が製造、販売、使用等を禁止（2012）。 

国内では、化審法における第一種特定化学物質に指定

（2005）。魚介類を中心に汚染の可能性があるが、含有実態

に関する情報は限られている。 

【優先度についての考え】 

現時点で、農林水産省によるリスク管理の優先度が高いと

の根拠となる情報等が不足。引き続き含有の可能性や毒性

等に関する情報を収集し、国内で流通する食品が広範囲に

汚染される可能性があれば、予備的な実態の把握を検討。 

－ － － ○ ○ － － －  

・環境・食品の調査が必要。 

  

ポリ塩化ナフ

タレン類 
未定 M M M H 

【国内外の動向・現状（参考情報）】 

ポリ塩化ナフタレン（塩素数 2～8 を含む）は、過去に絶縁

剤、防腐剤、エンジンオイル添加剤等として使用。ダイオキ

シン類と構造が類似しており、難分解性かつ高濃縮性であ

ることから、POPs 条約の対象物質に追加され、原則として

製造・使用等を禁止（2015）。カナダ、EU が製造、販売、使用

等を禁止（2012）。 

国内では、塩素数が 3 以上のポリ塩化ナフタレンについて、

化審法における第一種特定化学物質に指定（1979）。現在、

塩素数 2 以上のポリ塩化ナフタレンについても、第一種特定

化学物質への指定を検討中。魚介類を中心に汚染の可能

性があるが、含有実態に関する情報は限られている。 

【優先度についての考え】 

現時点で、農林水産省によるリスク管理の優先度が高いと

の根拠となる情報等が不足。引き続き含有の可能性や毒性

等に関する情報を収集し、国内で流通する食品が広範囲に

汚染される可能性があれば、予備的な実態の把握を検討。 

－ － － ○ ○ － － －  

・環境・食品の調査が必要。 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向等（参考情報） 

毒

性

評

価 

含有実

態把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因等 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

ホウ酸 未定 M M L L 

【国内外の動向・現状（参考情報）】 

土壌、海水に多く含まれ、農作物などに吸収される可能性が

ある。 

【優先度についての考え】 

現時点で、農林水産省によるリスク管理の優先度が高いと

の根拠となる情報等が不足。引き続き含有の可能性や毒性

等に関する情報を収集し、国内で流通する食品が広範囲に

汚染される可能性があれば、予備的な実態の把握を検討。 

－ － － － － － － －   

  

    

植物に含まれる自然毒 

シアナミド 農産物 M M M L 

【国内外の動向・現状（参考情報）】 

国内外で農薬等の成分としてリスク管理が行われており、天

然物としてのリスク管理は行われていない。 

【優先度についての考え】 

現時点で、リスク管理の優先度が高いと判断する根拠となる

情報等が不足。引き続き、天然物としてのシアナミドについ

て、関連情報を収集。 

 

△ － － － － － － － ○  

・植物がカルシウムシアナミド

（窒素肥料の石灰窒素）を分

解し硝酸として吸収する過程

においてシアナミドが生成する

と言われているが調査が必

要。 

   

青酸配糖体 農産物 M M M H 

【国内外の動向・現状（参考情報）】 

①JECFA は、PMTDI 及び急性参照量を設定し、キャッサバ

等の摂取者ではPMTDIや急性参照量を超える場合があると

評価、食品中の含有実態データの更なる収集を勧告（1992、

2011）。コーデックス委員会は、キャッサバ粉等に最大基準

値を設定（2013）。また、キャッサバ及びキャッサバ製品のシ

アン化水素低減のための実施規範を策定（2013）。 

②一部の国で食品の基準値を設けているほか、消費者への

摂食指導や製造時の指導を実施。 

③厚生労働省は、食品衛生法に基づいて豆類、生あんの基

準値や、あんの製造基準を設定。食品安全委員会は食品中

の青酸配糖体については未評価。 

【優先度についての考え】 

既に主要な含有食品については基準値が設けられているこ

とから、農林水産省がリスク管理を行う優先度は低い。必要

に応じて、基準値が設けられていない農産物やその加工品

の含有実態を調査し健康リスクを推定。 

 

◎ － ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ 

  

 
含有実態に関する情報

収集 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向等（参考情報） 

毒

性

評

価 

含有実

態把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因等 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

ソラニン、 

チャコニン 

農産物 

（バレイ

ショ） 

 L L  M  H  

【国内外の動向・現状（参考情報）】 

ＪECFA の評価では、ヒトや実験動物の疫学的・試験的デー

タに基づく安全な摂取量レベルは決定されていない。しかし

ながら、JECFA は、バレイショは大勢の人が毎日のように頻

繁に食べており、一般的なグリコアルカロイド濃度（2～10 

mg/100 g）の塊茎について適切に栽培・収穫・流通・調理さ

れていれば、摂取しても健康上の懸念にならないことを示し

ている旨の見解（1993）。  

日本で流通するバレイショは問題となっていないが、小学校

の栽培・調理実習などで食中毒が毎年起きているため、農

林水産省は、ウェブページ等を通じ、芽の除去等バレイショ

の適切な取扱について注意喚起しているところ。  

【優先度についての考え】 

引き続き各種情報の収集、消費者等への情報提供及び適

切な取扱いについて注意喚起を継続する。 

食中毒が増加傾向にある場合など、必要に応じ、更なる情

報提供の充実の可能性を検討する。その場合、ソラニン、チ

ャコニンについて、過去多数の調査研究が既に行われ芽の

除去等の対策も明らかとなっており、さらなる情報提供等とし

て何が有効か検討する必要。 

 ◎ －  －  －  －  －  －   －  

・当該物質は、保育園や幼稚

園等で栽培・自家消費するよ

うな場面で、指導者・先生の知

識不足にやや懸念がある。そ

のような側面においては、乳

幼児が喫食する可能性がある

ため、相応にリスク管理が必

要と考える。また同様に、全国

で市民農園がとても流行って

おり、その場面でのリスクがあ

る。各自治体は、このような両

場面における最低限のリスク

管理を、より解り易く指導すべ

きではないかと考える。 

・ソラニンを低減させるジャガ

イモの開発も進められている

ようです。成果を期待します。 

・青果で販売しているじゃがい

もで緑化したものが出て実際

にクレームになったことがあ

る｡一般に流通しているもので

事故にはなっていないようだ

が確認を継続する必要がある

のではないか｡ 

   

水産物に含まれる自然毒 

アザスピロ酸

群 
水産物 M L M H 

【国内外の動向・現状（参考情報）】 

コーデックス委員会が、毒成分ごとに基準値を設定（2008）。 

海洋生物毒安全対策事業（2008-2010)を実施し、アザスピロ

酸については検出率、含有濃度ともに低いことを確認。 

【優先度についての考え】 

二枚貝の汚染が確認された場合には、リスク管理措置を検

討。 

 

◎ 〇 ○ － － － ○ ○ ○ 

・海域のプランクトンの発生状

況に関するモニタリングが望

ましい。 

 
情報収集を継続（必要

に応じて含有実態を調

査） 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向等（参考情報） 

毒

性

評

価 

含有実

態把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因等 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

テトロドトキシ

ン 

 

水産物 H  M  L  L  

【国内外の動向・現状（参考情報）】 

テトロドトキシンについては、厚生労働省が食品衛生法に基

づき食用のフグの種類及び可食部位について規制してい

る。また、厚生労働省ではフグ毒のリスクプロファイルを作成

し、中毒発生状況、中毒症状などの詳細な情報を提供する

等されており、テトロドトキシンに係るフグの安全性に関する

リスク管理は適切に行われている。 

 

【優先度についての考え】 

厚生労働省によりテトロドトキシンに係るフグの安全性に関

するリスク管理は適切に行われている。現時点で農林水産

省によるリスク管理の優先度が高いとの根拠情報等が不

足。引き続き関連情報の収集に努め、必要に応じ、漁業関

係者等へ情報提供や注意喚起。 

 

－ － － －  － 
○ 

（流通

規制）  
－ － ○ 

 

  

パリトキシン及

びパリトキシン

様物質 

水産物 H  M  M  L 

【国内外の動向・現状（参考情報）】 

パリトキシンン様食中毒は、主として熱帯・亜熱帯海域で発

生する魚毒による食中毒であり、海藻付着性の微細藻類に

よる産生される可能性が指摘されている。 

日本においては、厚労省が 1997 年に「アオブダイの取扱い

について」の通知を自治体等に対して発出して注意喚起して

いる。海洋生物毒安全対策事業（2012 年）において、パリト

キシンンを蓄積する可能性がある魚 5 種 37 検体を分析した

が、パリトキシンンは検出されなかった。検体の中には食中

毒の原因検体も含まれていたことから、原因毒はパリトキシ

ンンやその類縁体ではないことが示唆された。 

【優先度についての考え】 

厚生労働省により注意喚起の通知が出されており、また、食

中毒原因食品である魚からパリトキシンンは検出されず、そ

の原因物質は特定されていないことから、現時点で農林水

産省によるリスク管理の必要性についての根拠情報は不足

しており、優先度は低いと考えられる。引き続き、関係情報

の収集に努め、必要に応じ、漁業関係者等へ情報提供や注

意喚起。 

 

－  △ －  －  －  －  －  －  ○ 

・まず、アオブダイ等の漁獲情

報等の収集から。 
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向等（参考情報） 

毒

性

評

価 

含有実

態把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因等 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

ミクロシスチン

類 
未定 M M M L 

【国内外の動向・現状（参考情報）】 

2014 年 8 月に米国オハイオ州でエリー湖での富栄養化によ

る藻の大発生によるミクロシスチン濃度の上昇による給水停

止が発生。欧州では、藻類栄養サプリメント（blue-green 

algae products 又は BGAS）に、高頻度で汚染物質としてミ

クロシスチン類が含有されていることから、新規リスクとして

認知されている。国内では、一部地域で低濃度の汚染の報

告がある。 

【優先度についての考え】 

現時点で、農林水産省によるリスク管理の優先度が高いと

の根拠となる情報等が不足。引き続き含有の可能性や毒性

等に関する情報を収集し、全国的に問題となる可能性があ

れば、予備的な実態の把握を検討。 

 

 

－ － △ － － － － －   

・環境水、飲料水の調査が必

要。 

    

その他一次産品に含まれるもの 

イソフラボン 
加工食

品 
L H M L 

【国内外の動向・現状（参考情報）】 

フランスで基準（乳児用調製乳）を設定。 

通常の大豆食品からの暴露によるリスクは小さいと考えられ

るが、イソフラボンを強化した食品等による過剰摂取の可能

性がある。食品安全委員会が特定保健用食品としての大豆

イソフラボンの安全な一日上乗せ摂取量の上限値は 30 mg/

日であると結論。 

【優先度についての考え】 

現時点で、農林水産省によるリスク管理の優先度が高いと

の根拠となる情報等が不足。引き続き含有の可能性や毒性

等に関する情報を収集し、情報提供を充実。 

 

△ △ △ － － － － ○   
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向等（参考情報） 

毒

性

評

価 

含有実

態把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因等 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

カプサイシン 

農産物 

（トウガ

ラシ） 

 L L  M L  

【国内外の動向・現状（参考情報）】 

ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、経口摂取での無毒性

量（NOAEL）を 8.3 mg/kg bw と評価。食品の総カプサイシン

濃度が 100 mg/kg を超える場合に辛さを示す注意書きをす

ること、 少量ずつ出る容器を使用すること等を推奨（2011） 

農林水産省は、ウェブページでカプサイシンについて情報提

供しており、カプサイシンをとりすぎると、粘膜が傷つき、のど

や胃が荒れてしまうことがあるので、辛いものを食べ過ぎな

いように心がけるよう注意喚起しているところ。  

【優先度についての考え】： 

カプサイシンは唐辛子等にもともと含まれる食品の一成分

（辛味成分）であり、唐辛子粉末等の食品素材が嗜好に応じ

て用いられることにより摂取される。従って、他の有害化学

物質のように、実態調査結果に基づいて低減対策等を推進

していく必要はない。 

引き続き毒性等に関する情報を収集し、新たな情報があれ

ば、情報提供を充実。 

 

 

－ － － － － － － －  

  

   

ヨウ素 水産物 L H L H 

【国内外の動向・現状（参考情報）】 

JECFA が評価（1988）。国際的にはヨウ素の過剰摂取よりも

欠乏が問題。ヨウ素不足を補うため、食塩、パン、水、牛乳

などにヨウ素を添加している国もある。欧米、豪州等は、ヨウ

素を多く含有する海藻類について、ヨウ素の過剰摂取の懸

念から、食品安全上の問題と認識。豪州では、ヨウ素を高濃

度に含む豆乳飲料の摂取に起因すると考えられる健康被害

が報告（2009）。輸入される褐藻類についてヨウ素の基準値

（乾燥状態）を設定。 

日本人の食事摂取基準において、推奨量、耐容上限量等を

設定（2015）。日本人はヨウ素過剰症が起きにくい民族とされ

ており、日本人の通常の食生活によってヨウ素過剰症が発

症したとの報告はない。 

【優先度についての考え】 

現時点で、農林水産省によるリスク管理の優先度が高いと

の根拠となる情報等が不足。昆布中のヨウ素について、リス

ク管理の基礎データを得るため、必要に応じて昆布及び出

汁中の含有実態を把握。 

 

 

◎ ○ ○ － － － － △   
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リスク管理の対象 食品安全の観点 国
際
的
動
向 

国内外の動向等（参考情報） 

毒

性

評

価 

含有実

態把握 

低減 

対策 
基準値 関

係
者
の
関
心
度 

メンバーからのコメント 

優先 

リスト

（案） 

当面実施すべき事項 

危害要因等 食品群 毒性 
含有

実態 

予備的

リスク

推定 

国

内 

外

国 

国

内 

国

際 

国

内 

国

際 

外

国 

調理、加工などで生成する危害要因 

エチルカーバ

メート（カルバ

ミン酸エチル） 

加工食

品 
H M M H 

【国内外の動向・現状（参考情報）】 

JECFAは、一般食品由来のリスクは小さいものの、ある種の

アルコール飲料については低減の努力をする必要があると

評価（2005）。コーデックス委員会は、核果蒸留酒中のカル

バミン酸エチル汚染防止・低減のための実施規範を採択

（2011）。国内では、国税庁が酒類における含有実態を調査

（独）酒類総合研究所が低減技術を研究・開発。低減技術を

酒類製造者に情報提供。 

【優先度についての考え】 

JECFA が、主たる摂取源は酒類であり、一般の食品からの

摂取の寄与は小さいと評価しており、現時点で、農林水産省

によるリスク管理の優先度が高いとの根拠となる情報等が

不足。引き続き食品中の含有の可能性や毒性等に関する情

報を収集し、酒類以外の発酵食品などのうち、含有濃度が

高い食品群の情報があれば、予備的に実態を把握し、低減

対策を検討。 

 

◎ △ △ － － － － － ○ 

・日本酒等の発酵性のアルコ

ール飲料に関しては国税庁が

データ収集および低減化技術

を開発しているのではない

か。FDA に Ethyl Carbamate 

Preventative Action Manual が

提出されている。 
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農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質の検討リストについて（案） 
に対するコメント 

 
はじめに、 

今回リスト案作成に先立って関係者・団体及び一般市民から幅広く意見を徴収されたこ

とはとても良かったと思います。これまでのリスク検討課題はそれなりの成果と評価を得

てきたと思いますが、何といっても、専門家である事務局レベルで発案されたものであり、

先進的であればあるほど、現場からは遠い存在であったと思います。しかしその事は決し

て悪いことではなくむしろ、専門的・先進的なメニューと、取り組みこそ大切だと思って

います。とは言っても、もっと卑近なところでの国民・市民の不安や疑問に答えるべき段

階に来ていると思います。むしろ、使えるものとしての要求は無視されてはなりません。 
今回、そうした意見をお聞きになった上でのリストアップされたものについてきたいと共

に以下、意見を申し述べます。 
１、環境中に存在する危険要因 
 ヒ素、カドミウム、鉛、水銀、ダイオキシン類等については、人が口にする段階では 0
でなければなりません。これまでの知見の到達点を踏まえ、今後必要な検討とその目標点

は何かを明確にして下さい。水銀の場合、検出されて問題になるのは有機水銀であるとし

ても、総水銀と無縁ではありません。今後減少するとは思われますが、その見通しとメチ

ル化するメカニズムに関して研究が必要ですが、その過程での基準値がなければ、研究の

目標が立ちません。それぞれ基準値設定を視野に入れてすすめるべきです。 
２、カビ毒 
 誰もが今地球温暖化を実感しています。天候不順も危惧されます。決してこれまでのよ

うな季節の花ではありません。したがって、今回リスト化されたもの以外も今後発見され

調査、研究を余儀なくされることにもなると思われます。その事を念頭に置いて、基礎的・

基本的な研究と対策が必要です。飼料分野も現在発症していないかび毒に関しても輸入を

はじめ、世界のリスク管理に貢献すべき課題として取り組むべきです。 
３、植物性自然毒、動物性自然毒、流通・調理・加工などで生成するハザード 
 これらは、全く新しい分野か、やっと分かって来たものが多く、解明される日を待ち望

んでいるものです。一番大切な分野かもしれません。また、最近になって分かったきたも

のだけでなく、近年の気候変動による動植物の変異、あるいは地域移動により、思いがけ

ない危険要因となる可能性を持っています。さらに加工食品の増加さらに健康食品のよう

な濃縮された食品が出回る中ではまさに意図せざるハザードを生みます。情報は少ないか

もしれませんが、疑問が出た場合はきちっと研究されねばなりません。これらの中で、日

本人はまだ多く食べていないからあまり心配しなくても良いなどということは許されま

せん。望ましい食事の指針が出され、指導されて、消費者は努力しなければならないとし

ても、食の現場は様々です。まずは、提供されるもとの食材が絶対に安心安全の基準値の

リスク管理検討会メンバーからのコメント１ 
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範疇に収まっていなければなりません。そのためには、実態調査とそのハザードの基礎的

な研究―もちろん先行論文等を含めて進めていくことが必要です。 
４、放射性物質 
「新たに優先的なリスク管理の対象とすることを検討中」の中にこの名前が挙がってい

ますので、目下検討中と考えますが、これは是非セシウム、ストロンチウム等具体的にリ

ストアップしてください。アンケート調査からも分かるように、国民の関心事の筆頭です。

東北電力原発事故後、流通する食品には基準値が設けられ、検査されていますが、その基

準値すら納得しきれないのは必ずしも消費者の感情論ではないと思います。いきなりの人

体実験中とも言えます。起こったことは仕方がない、喫緊の危険を回避したとしても、今

後どうなるのか、継続的な実態検査と共に、セシウム、ストロンチウム等放射性物質の食

を介して人の健康にどう影響するのかしないのかについて、リスク管理検討会のような、

専門家の、責任を持った，公開の、科学的な検討研究が必要です。 
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全体について（個別の物質に関するもの以外） 
 
昨今の社会動向を踏まえると、有害化学物質に関して更なるリスクコミュニケ

ーションの充実が重要と考えます。科学的な視点・知見からリスクを冷静に評

価してそれを正しく客観的に共有し、徒に消費者の不安を煽ることなく、関係

者が共通の認識を持って対処し、事業者に必要以上の対策やコストが求められ

ることがないようにするために、業界の努力は勿論ですが、マスコミ・メディ

アの対応が非常に重要です。サーベイランス・モニタリング計画策定および実

行においても、誤解が生じないように背景・目的が正しく伝達・共有される事

が大切と考えます。また日常、世間で誤解や風評が生じた場合の行政からのタ

イムリーな情報提供をお願いしたいと考えます。 
 
 
 

リスク管理検討会メンバーからのコメント２ 


